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基本理念 基本目標

1 相談・情報提供体制の充実と （１）相談支援及び権利擁護体制の充実

共生社会の実現 コミュニケーションの支援 （２）情報バリアフリー化の推進

（３）コミュニケーション支援の充実

2 自立生活の支援 （１）訪問系サービス等の充実

（２）日中活動及び居住支援の充実

（３）移動支援及び福祉用具の利用支援

（４）福祉サービスの質の向上

（５）経済的自立の支援

（６）新たな地域生活支援の拠点の整備

障害者の自立支援 （７）家族・介護者への支援

3 健康を守る保健・医療の充実 （１）保健サービスの充実

（２）医療サービスの充実

4 ユニバーサルデザインの視点に （１）やさしいまちづくりの推進

よる生活環境の改善 （２）住宅改修・バリアフリー化

5 雇用・就労の拡大 （１）就労支援の充実

（２）雇用・就労の場の確保

生活の質の向上 6 地域活動の支援 （１）生涯学習・文化活動の支援

（２）スポーツ活動の支援

（３）行政と区民との協働（区政への参画）

7 区民の理解と共感の醸成 （１）啓発・広報活動の推進

（２）福祉教育の推進

8 安全・安心な地域生活環境の整備 （１）防災・防犯対策の推進

（２）地域の支えあいの推進

9 配慮を必要とするこどものための （１）乳幼児や就学前児童などに対する健診及び相談の充実

教育・療育等の充実 （２）療育・保育・就学前教育の充実

（３）特別支援教育体制の充実

（４）放課後対策の充実

　施策の体系
《 基本理念 → 基本目標 → 施策の柱 》

施策の柱 施   策

　障害のある人もない人も、
誰もが地域社会の一員と
して人格と個性を尊重し、
お互いに助け合うことに
よって、安心して暮らすこと
ができる共生社会をめざしま
す。

障害者の
地域生活の確立

　障害のある人が、社会の構
成員としてその尊厳が
重んぜられ、あらゆる活動に
参加・参画し、社会の一員と
して責任を分かち合えるよう
支援します。 障害者の

社会参加
・参画の推進

共に支えあう
地域社会の構築

配慮を必要とする
こどもの支援体制の

充実

　障害のある人もない人も、
健康で豊かな生活を送るこ
とができるように、生活の質
（クオリティ・オブ・ライフ）の
向上を図ります。



１　相談・情報提供体制の充実とコミュニケーションの支援

（１）相談支援及び権利擁護体制の充実

　　①　身近な相談支援の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

1 身体障害者相談員 身体障害者相談員 障害者施策課

10人 ７人

知的障害者相談員 知的障害者相談員

2人 2人

相談件数　 身体　89 件 相談件数　 身体　70 件 

　　　　        知的　24件 　　　　        知的　６件 

2 一般精神 一般精神 保健予防課

83回　延べ583人 72回　延べ129人

思春期 思春期

60回　延べ131人 60回　延べ118人

酒害 酒害

84回　延べ137人 96回　延べ232人

高齢精神 高齢精神

26回　延べ41人 26回　延べ36人

3 保健予防課

4 養護者からの虐待 養護者からの虐待 障害者支援課

通報16件　認定8件 通報27件　認定9件

通報12件　認定4件 通報13件　認定6件

使用者からの虐待　通報0件 使用者からの虐待　通報0件

5 障害者施策課

6 障害者施策課

7 障害者施策課

8 障害者施策課

障害者施設従事者からの
虐待

継
続

充
実

相談件数
4件

相談支援

　障害者施策課や、身体障害者相
談員、知的障害者相談員が行う相
談支援活動。

平成28年度は、身体障害者相談員
16人、知的障害者相談員7人。

継
続

精神保健相談

　障害者虐待防止センターを設置
し、障害者への虐待に関する通報・
届出を受け付けています。

障害を理由とする
差別の相談

難病療養相談

障害者虐待防止
センター

　保健相談所で一般精神、思春期、
酒害、高齢期に分けて実施。

平成28年度の実績は、
一般精神：83回 　 延べ159人

思 春 期：60回 　　延べ136人

酒　　害：96回 　   延べ313人

高齢精神：28回　　延べ48人

　障害者差別解消法に基づき、障
害を理由とする差別に関する相談を
実施。

事業名

地域において気軽に相談できる総
合窓口として、困難事例の解決に関
係機関と連携して取り組むといっ
た、地域における相談支援の中核
的な役割を担う機関の整備を推進。

事業内容及び平成28年度実績など

協議会開催　2回
（新型コロナウイルス感染拡
大防止のためオンライン会
議システムも併用）
〔主な議題〕
・障害者差別解消法の実績
報告について

実績なし

目
標

継
続

協議会開催　2回
（新型コロナウイルス感染拡
大防止のためオンライン会
議システムも併用）

〔主な議題〕

・障害者優先調達推進法に
基づく調達実績について
・指定特定相談支援事業に
ついて

継
続

継
続

継
続

障害児・者が地域で自立した生活
を営むことができる社会の実現に向
け、相談支援体制をはじめとする福
祉サービスの連携や支援の体制に
関して協議する場。

　
基幹相談支援
センター整備

地域自立支援
協議会

相談体制や紛争解決体制の整備
など、関連する様々な取り組みを総
合的に展開するために協議する場。

　
障害者差別解消
支援地域協議会

①自立支援医療や精神保健手帳の申請の
機会をとらえて、保健師の面接を積極的に
行い相談事業につないでいる。
②引き続き継続して相談事業を実施する。

令和４年度実績

①相談員と相談主のマッチングの質を高め
るために、区民から区に相談があった際
に、相談員へうまくつなげることができるよう
詳細に聞き取りを行った。
②相談員の高齢化等により相談員数が減
少傾向にある。

①面接、電話相談、区報等で事業の周知を
行った。療養上の相談や、障害・介護の福
祉サービスの調整や提案も行っている。
②生活と療養上の相談ができる場としての
周知の充実を図っていく。

　難病で治療中または疑いをもって
心配している方及びその家族を対
象に、患者・家族の療養環境の整備
改善のために、専門医、医師会医
師、理学療法士、保健師等が医療
相談を保健相談所で実施。
平成28年度の実績は、42回　延べ
72人。

42回　延べ43人

令和5年度実績 担　当　課

42回　延べ37人

相談件数
11件

①職員の勘や経験に頼らず、他自治体等
の事例等を適宜確認しながら、相談対応す
ることができた。
②障害者差別解消法の改正により令和6年
4月より、事業者による合理的配慮の提供が
義務化となるため、区内事業者への啓発を
進める。

充
実

①各関係機関と情報共有し、虐待を受けた
者等に寄り添った支援を行っている。
②事案が発生した場合に、即座に動けるよ
うに現体制での執行体制を常時、維持でき
るようにする。

協議会開催　2回
（オンライン会議システムも
併用）

〔主な議題〕

・障害者優先調達推進法に
基づく調達実績について
・指定特定相談支援事業に
ついて

協議会開催　2回
（オンライン会議システムも
併用）
〔主な議題〕
・障害者差別解消法の実績
報告について

障害者施設従事者からの
虐待

実績なし
令和7年度の基幹相談支援センター設置に
向け、事業内容等の精査を進める。

①年２回における協議会にて、建設的な議
論を実施することができた。
②自立支援協議会に係る基本方針改正に
伴い、地域サービス基盤の整備について議
論できるよう務める。

①協議会の運営について知見を得るため、
事務局職員が、東京都が主催する障害者
差別解消法区市町村連絡会へ参加した。
②引き続き、区の事例について地域での理
解を深める場として運営していく。
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　　②　権利擁護体制の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

9 地域ケア推進課

認知症高齢者 　53件 認知症高齢者 　55件

※うち申立費用3件 ※うち申立費用1件

精神障害者 　6件 精神障害者 　6件

　平成28年度の実績は、 　　   知的障害者 　9件  　　   知的障害者 　7件  

　　 認知症高齢者  8件

　　 知的障害者 　 0件  

　　 精神障害者　  3件

10 一般相談　10,724件 一般相談　11,369件 地域ケア推進課

認知症　7,648件 認知症　7,349件

知的障害　1,173件 知的障害　1,255件

精神障害　1,074件 精神障害　1,393件

その他　829件 その他　1,372件

　平成28年度の利用実績は、 専門相談 専門相談

　　一般相談　9,112件 51回　128件 53回　139件

　（認知症7,848件、知的障害369件、 日常生活自立支援事業 日常生活自立支援事業

　　　精神障害717件 その他178件） 　　契約件数　　123件 　　契約件数　　129件

　　専門相談 55回　136件 　　（内訳） 　　（内訳）

　　日常生活自立支援事業　 認知症高齢者　88件 認知症高齢者　89件

　　　　契約事業　94件 知的障害者　16件 知的障害者　15件

　　（認知症69件、知的障害10件 精神障害者　　15件 精神障害者　　21件

　　精神障害10件、その他5件) その他　　4件 その他　　4件

11 地域ケア推進課

市民後見人養成

担　当　課事業内容及び平成28年度実績など 令和４年度実績

平成28年度より権利擁護セ
ンターと共同で独自の市民
後見人養成講座を開催。
令和4年度も、市民後見人
（社会貢献型後見人）養成
実習者（後見メンバー）を対
象に、フォローアップ研修を
実施した。

開催回数2回
受講者　10名

市民後見人（後見活動メン
バー）の登録　14名

受任　法人後見1件
         後見監督6件
　

①法令・条例・施行規則に則って適切に実
施している。
②今後も引き続き適切に対応する。

①増加する相談に対応し、判断能力の不
十分な人の地域生活を支えることができた。
②支援を必要とする人の相談につながるよ
うに、関係者と連携し、事業を継続する。

①受講しやすく養成課程を見直し、新たな
登録者を増やすことができた。
②社会貢献を志す地域の人材を活用でき
るよう、養成を継続する。

事業名

権利擁護センター
「あんしん江東」

　平成28年度は、独自の市民後見
人養成講座を開催し、修了者43人、
選考通過者6人。
※選考通過者は平成29年度より権
利擁護センターで実施される専門研
修・実習へ進み、養成課程で一定
以上の実績と能力を認められた者に
ついて、市民後見人候補者として登
録予定。
　
受任  2件

　日常生活に不安のある高齢者や
障害者などが、住みなれた地域で
安心して暮らせるように、福祉サービ
スの利用手続きや財産管理の援
助、悪質商法などの法律行為につ
いての相談・助言、成年後見制度の
利用などを支援。

　親族や専門職（弁護士等）以外
で、後見業務を担う「市民後見人」の
候補者を、区・権利擁護センターが
共同して養成。

継
続

目
標

知的障害者、精神障害者、認知症
高齢者などで判断能力が十分でな
い方を保護する制度の利用に対す
る助成。同制度を希望する低所得
者を対象として、申立てに要する費
用や後見人報酬を助成。

継
続

成年後見制度
利用支援

継
続

令和5年度実績

平成28年度より権利擁護セ
ンターと共同で独自の市民
後見人養成講座を開催。
令和4年度も、市民後見人
（社会貢献型後見人）養成
実習者（後見メンバー）を対
象に、フォローアップ研修を
実施した。また新規登録者
の養成を実施した。

開催回数3回
受講者　9名

市民後見人（後見活動メン
バー）の登録　17名

受任　法人後見1件
         後見監督6件
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（２）情報バリアフリー化の推進

　　①　情報提供の充実

《視覚障害者対象サービス》

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

12 広報広聴課

　毎月1・11・21日及び特集号発行。

　平成28年度の実績

　38号（通常号36号、特集号2号） 38号（通常号36号、特集号2号） 42号（通常号36号、特集号6号）

点字版各44部 点字版　各35部 点字版　各31部（R6.3末現在）

声の広報各99部 声の広報　各85部 声の広報 各77部（R6.3末現
在）

13 区議会事務局

14 選挙管理

委員会事務局

 平成28年7月執行　

 参議院議員選挙・東京都知事選挙

15 障害者施策課

　平成28年度の実績は、48件。

16 　視覚障害者を対象に資料を点訳。 江東図書館

8件 8件

区議会だよりのデイジー
版、ＣＤ版、カセットテープ
版を作成。音声データの
ホームページでの公開。

◎デイジー版
定例号　1枚×4回
臨時・新年号　1枚×2回
◎ＣＤ版
定例号　2枚×4回
臨時・新年号　1枚×2回
◎カセット版
定例号　2本×4回
臨時・新年号　1本×2回

こうとう区報（毎月1・11・21
日及び特集号発行）の点字
版及びカセットテープ・デイ
ジー版・CD作成。音声デー
タのホームページでの公
開。

区議会だよりのデイジー
版、ＣＤ版を作成。音声
データのホームページでの
公開。

◎デイジー版
定例号　1枚×4回
臨時・新年号　1枚×2回
◎ＣＤ版
定例号　2枚×4回
臨時・新年号　1枚×2回

令和４年度実績

60件
(一般13件、公的47件）

①継続して点訳資料の製作ができた。
②引き続き依頼に応じ、点訳資料を製作す
る。

こうとう区報（毎月1・11・21
日及び特集号発行）の点字
版及びデイジー版・CD作
成。音声データのホーム
ページでの公開。

①令和５年度より、声の広報を障害者福祉
センターの指定管理業務に含めたため、所
管課である障害者施策課と適宜、連絡調整
等を行い、円滑に業務が進むよう努めた。
②令和6年8月21号より区報をリニューアル
し、掲載ルールの大幅な変更を予定。紙面
上から過剰な情報を削除するため、記事に
二次元コードを掲載し、情報の詳細をリンク
先のページで参照させる等の工夫を検討し
ている。点字版・音声データの利用者が必
要な情報を得られない等の事態を招かない
よう、掲載ルール作成に留意する。

　視覚障害者で希望される
方へ点字、音訳による「選
挙のお知らせ」や点字シー
ルを貼った「投票所入場整
理券」を郵送。

令和4年7月執行
参議院議員選挙
　点字版　18人
　音訳版　57人
　点字シール付投票所入場
整理券　31人

　視覚障害者で希望される
方へ点字、音訳による「選
挙のお知らせ」や点字シー
ルを貼った「投票所入場整
理券」を郵送。

令和5年4月執行
江東区議会議員選挙・江東
区長選挙
　点字版　25人
　音訳版　51人
　点字シール付投票所入場
整理券　27人

令和5年12月執行
江東区長選挙
　点字版　15人
　音訳版　54人
　点字シール付投票所入場
整理券　26人

①カセットテープの廃止を周知し、利用者
のCD・デイジー版への移行がスムーズに行
うことができた。
②現在の事業を継続実施していく。

57件
(一般28件、公的29件）

継
続

点訳等サービス

　区報の点字版、デイジー版、ＣＤ、
カセットテープを作成するほか、音
声データをホームページで公開。

　視覚障害者で希望される方へ点
字、音訳による「選挙のお知らせ」や
点字シールを貼った「投票所入場整
理券」を郵送。

　平成28年度の実績（点字資料受
入件数）は、28件。

継
続

継
続

継
続

事業内容及び平成28年度実績など

点訳サービス

平成28年度の実績
　デイジー版　定例号　1部×4回
　　　　　　　臨時・新年号　1部×2回
　ＣＤ・カセット
　　　　　　　定例号　2部×4回
　　　　　　　臨時・新年号　1部×2回

　日常生活上必要とする情報の点
訳、墨訳（点字を文字に訳す）また
は対面朗読のサービス。

担　当　課

点字・音訳による
選挙のお知らせ

事業名

点字広報と
声の広報

目
標

継
続

　点字版　37人

　音訳版　75人

　点字シール付投票所入場整理券
　36人

　区議会だよりのデイジー版、ＣＤ、
カセットテープを作成するほか、音
声データをホームページで公開。

声の区議会
だより

①継続して点訳資料の製作ができた。
②引き続き点訳資料を製作する。

①カセットテープの廃止を周知し、利用者
のCD・デイジー版への移行がスムーズに行
うことができた。
②現在の事業を継続実施していく。

令和5年度実績
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

17 江東図書館

延べ149人 延べ321人

442時間 1070時間

18 江東図書館

平成28年度の実績は、46タイトル。

19 江東図書館

2,440件 1,811件

20 江東図書館

4種類 4種類

22回発行 22回発行

21 障害者支援課

1件 ５件

　平成28年度の実績は、8件。

22 江東図書館

大活字本の貸出 貸出数　15,111冊 貸出数　15,700冊

　平成28年度の実績は、13,530冊。

39タイトル 23タイトル

継
続

　録音図書・点字図書・市販ＣＤ・カ
セットテープを、郵送にて貸出。

継
続

　図書等の墨字資料を、CDやカセッ
トテープに録音して録音図書を作
成。

　平成 28 年度の実績は、4種類 計
22回発行。

事業名

図書館で新たに購入した図書・Ｃ
Ｄ・カセットテープ、全国の図書館で
新しく作成した録音・点字図書の案
内を録音し、郵送してお知らせ。

　平成 28 年度の利用実績は、延べ
529人　1,714時間。

　平成28年度の貸出総合計は、
4,156点（デイジー含む）。

録音図書等
の貸出

対面朗読サービス

録音図書の作成

　活字で書かれた資料を読むことが
困難な方たちのために、図書館から
依頼した音訳者が対面で資料を読
むサービス。

継
続

継
続

継
続

　視力障害者や高齢者のために、
一般より大きめの活字で印刷された
図書を貸出し。

声の新刊案内

点字図書の給付
継
続

　点字図書を一般図書価格相当額
で給付。

①昨年よりも多くの方に点字図書の給付を
行うことができた。
②引き続き事業を実施する。

①全館で対面朗読の再開をすることがで
き、利用が増加した。
②対面朗読のできる音訳者が減少している
ため、養成に努める。

①継続して録音図書等の貸出ができた。
②引き続き録音図書等の貸出を行う。

①継続して録音図書の製作ができた。
②件数のみならず内容を精査し、録音図書
を製作する。

①大活字本の展示を行った。
②引き続き大活字本を収集し、貸出を行う。

①継続してお知らせ情報を発行できた。
②引き続きお知らせ情報を発行し、利用者
への情報発信を行う。

事業内容及び平成28年度実績など
目
標

令和４年度実績 令和5年度実績 担　当　課
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《聴覚障害者対象サービス》

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

23 障害者施策課

24 江東図書館

25 江東図書館

26 危機管理課

令和5年3月末現在 令和6年3月末現在

　　登録者数  32,568件 　　登録者数  32,758件

　　②　情報通信機器の活用促進

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

27 障害者支援課

福祉電話貸与　19件 福祉電話貸与　16件

ファクス 10台 ファクス 7台

視覚障害者用ポータブル 視覚障害者用ポータブル

レコーダー　6台 レコーダー　７台

28 ◎障害者福祉センター ◎障害者福祉センター 障害者施策課

年24回　延べ44人 年25回　延べ105人

◎地域活動支援センター ◎地域活動支援センター

（ロータス、ステップ） （ロータス）

年158回　延べ836人 年31回　延べ33人

29 江東図書館

江東図書館に 江東図書館に

各1台設置 各1台設置

継
続

継
続

継
続

継続実施

継続実施
（No.30～31を参照）

　
手話通訳者・要約

筆記者の派遣

事業内容及び平成28年度実績など 令和４年度実績 担　当　課令和5年度実績
目
標

  図書館資料をインターネット予約し
た方に、メールやファクスで、予約資
料の取置きについて通知。

①対象者へ滞りなく通知を行うことができ
た。
②引き続き利用者に対し、滞りなく予約の
取り置きについて通知する。

担　当　課

継続実施

　通常の活字資料の利用が困難な
方に、文字を拡大する機器、文字を
音声で読み上げる機器を図書館内
に設置し、資料の利用を促進。

継続実施

拡大読書機・
音声拡大読書機

の設置

障害者向け
パソコン講習会

　障害者向けのパソコン講習会を開
催。

継
続

　平成28年度の開催実績は、

　障害者福祉センター
　　年32回　延べ164人
　地域活動支援センター
　　年83回　延べ208人

継
続

目
標

事業名

　図書館にて、日本語字幕付の邦
画ビデオ、字幕表示機能付ＤＶＤを
貸出し。

障害者向け
情報通信機器の
取得への助成

事業名

字幕付ビデオ・
ＤＶＤの貸出

　区が主催する説明会等で手話通
訳者・要約筆記者を配置し、聴覚障
害者へ情報を伝達。

　
図書館予約資料

到着のメール・ファ
クスによる通知

事業内容及び平成28年度実績など

平成28年度の実績は、

福祉電話貸与：34件、ファクス：12
台、視覚障害者用ポータブルレコー
ダー：14台。

継
続

こうとう
安全安心

メール

　携帯電話またはパソコンから事前
登録していただき、江東区内の不審
者情報や、ひったくり、空き巣、振り
込め詐欺等の各種防犯対策情報
や、地震等の災害、各種気象警報、
区からの防災情報等をメールにて配
信。

　日常生活用具として、福祉電話の
貸与、ファクス・視覚障害者用ポータ
ブルレコーダーを給付。

継
続

令和４年度実績

継続実施
（No.30～31を参照）

継続実施

令和5年度実績

①令和4年度に不具合のある拡大読書機の
入れ替えを行った。
②継続して機器を設置し、資料の利用を促
進する。

①日本語字幕付の映画会を行った。
②引き続き日本語字幕付の邦画ビデオ、字
幕表示機能付ＤＶＤを収集し、貸出を行う。

①災害協力隊専用の登録案内を作成。会
議やイベントの際に配布。また、区民向け
リーフレットを更新し、外国人登録者数が増
加するよう工夫を図った。
②登録者数が伸びないことが課題のため、
より効果的な周知方法やシステムの運用改
善等を検討する。

①個々のレベルに合わせた相談に応じるた
め、時間を区切り1対1で支援を受ける時間
を確保した。（障害者福祉センター）
①WordやExcel、Zoomの使い方など、個別
に対応出来た。(ロータス)
②利用者の操作スキルや知識に差がある
ため、レベル別やテーマ性を設定し実生活
での活用につなげる。（障害者福祉セン
ター）
②SNSやスマホの使い方など、テーマを決
めて講習会などを企画していく。(ロータス)

継続実施
（No.30～31を参照）

①情報通信機器の取得に対し、必要な給
付を行うことができた。
②引き続き事業を実施する。
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（３）コミュニケーション支援の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

30 障害者施策課

社会福祉協議会委託 社会福祉協議会委託

1,874件 1,846件

248件 213件

31 障害者施策課

（広域派遣除く） （広域派遣除く）

32 　区役所に手話通訳者を配置。 障害者支援課

　月～金曜　2人配置

33 　手話通訳者及び協力員を養成。 障害者施策課

34 障害者施策課

35 障害者支援課

障害福祉計画の
実績報告を参照

事業名

　視覚障害により移動に著しい困難
を有する方の外出時に同行し、代
筆・代読など外出先で必要な視覚
的情報の支援等を実施。

　聴覚障害者等に要約筆記者を派
遣。

目
標

　平成 28 年度の実績は、

東京手話通訳等派遣センター88件
（広域派遣除く）。

東京手話通訳等派遣
センター委託

同行援護

要約筆記者派遣
（再掲）

手話通訳者派遣
（再掲）

担　当　課

平成28年度の実績は、
社会福祉協議会1,788件、
東京手話通訳等派遣センター197
件。

公衆ファクスの
設置

　障害者福祉センターに、公衆ファ
クスを設置。

①法に基づき、障害状況に応じたサービス
の支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定を
行う。

手話通訳者　52人
登録者　14人

①必要とする個人に遅滞なく派遣でき、合
理的配慮として区主催の行事・会議等にも
必要に応じて派遣できた。
②派遣可否の判断が難しい事例について
は、他区や広域の事例等を参考にしなが
ら、適切に事業を運営していく。

①手話通訳者の登録条件となる「手話通訳
者全国統一試験」に多数の合格者を輩出し
た。
②引き続き、委託先のボランティア・地域貢
献活動センターと連携しながら、安定的に
事業を運営していく。

継続実施

継
続

手話通訳者・
協力員養成 　平成28年度の実績は、通訳者55

人、協力員登録者181人。

　聴覚障害者または言語障害者、身
体障害者団体に手話通訳者を派
遣。

事業内容及び平成28年度実績など

継
続

継
続

①通訳者が不在の時間帯を発生させない
よう、スケジュールの調整を行った。
②引き続き開庁時間に、通訳者を常時1名
以上配置する。

継
続

継続実施

継
続

継続実施

継続実施

利用者がいないため廃止を検討
（R6年度仮設移転時に廃止予定）

障害福祉計画の
実績報告を参照

継
続

手話通訳者　55人
登録者　14人

東京手話通訳等派遣
センター委託　42件

令和４年度実績

東京手話通訳等派遣
センター委託　67件

東京手話通訳等派遣
センター委託

令和5年度実績

手話通訳者の
窓口配置

①必要とする個人に遅滞なく派遣でき、合
理的配慮として区主催の行事・会議等にも
必要に応じて派遣できた。
②引き続き委託先と密に連携しながら、安
定的に事業を運営していく。
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２　自立生活の支援

（１）訪問系サービス等の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

36 障害者支援課

37 障害者支援課

38 障害者支援課

39 障害者支援課

40 障害者支援課

41 障害者支援課

42 障害者支援課

　平成28年度の実績は、29人。

43 保健予防課

44 障害者支援課

45 障害者支援課

　平成28年度の実績は、32人。

46 清掃事務所

869件 1,012件

（年度末現在） （年度末現在）

　平成28年度の実績は、643件。

居宅介護
(ホームヘルプ）

　ホームヘルパーによる介護や家事
など日常生活の支援。

①家族からの請求に対し、適切に支給決
定を行った。
②引き続き適切に事業を行う。

①申請に基づき、対象者に適切なサービ
スを提供した。
②現状のサービスを継続していき、新たな
ニーズにも可能な範囲で対応する。類似
する「寝具乾燥消毒・水洗い」「紙おむつ
の支給」サービスとあわせて案内漏れが
ないように務める。

①申請に基づき、対象者に適切なサービ
スを提供した。
②現状のサービスを継続していき、新たな
ニーズにも可能な範囲で対応する。類似
する「出張調髪」「紙おむつの支給」サー
ビスとあわせて案内漏れがないように務め
る。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①区報掲載による周知を実施。リハビリ従
事者向けの研修会等を実施し技術向上
を図った。
②前年以上の実績となるよう、区報等周
知に努める。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①増加するニーズに対応し、適切に事業
を実施できた。
②利用者の増加に伴い、利便性の向上と
収集体制の維持に向けた検討を行う。

①自宅に訪問し、生活環境の調整や住
宅改造の助言、日常生活動作の確認な
ど、生活の場で運動機能の評価を含めた
相談をしている。
②引き続き継続して実施する。

障害福祉計画の
実績報告を参照

30人

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

17人

283人
（延べ982回）

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

　平成28年度の実績は、265 人（延
べ回数1,015回）。

継
続

継
続

継
続

　障害者や高齢者等で、ごみを集積
所まで持ち出すことが困難で、身近
な人の協力を得ることができない世
帯を対象に戸別収集を実施。

令和４年度実績 担　当　課

継
続

継
続

継
続

目
標

充
実

継
続

　重度の肢体不自由者や重度の知
的障害、精神障害により、行動上著
しい困難を有する障害者で常時介護
を要する方に、自宅で介助や外出時
の移動支援を総合的に提供。

　常時介護が必要な重度の方に、居
宅介護等複数のサービスを包括的
に行う。

継
続

継
続

継
続

重度障害者等
包括支援

重度障害者等在
宅リハビリテーショ

ン支援事業

　在宅の重度障害者等に自宅ででき
るリハビリを実施してもらい、日常生
活の保持、活動の増進を図る。

　重度の障害者で店舗での調髪が
できない方に、調髪サービスを提供。

　知的障害や精神障害により行動上
著しい困難を有する方に、介助や外
出時の移動中の介護などを行う。

ごみ出し
サポート事業

重度脳性麻痺者
介護

　在宅難病患者及びその家族が抱
える療養上の問題に対し、理学療法
士による訪問リハビリを行っている。
また、保健相談所の保健師等が訪問
し、相談指導を実施。

出張調髪サービス

　重度の障害者で寝たきり、または常
時失禁状態で布団を思うように干せ
ない方に、乾燥消毒は年10回、汚れ
落とし及び水洗いは年1回を行う。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

在宅難病患者
訪問相談事業

寝具乾燥消毒・
水洗い

行動援護

　視覚障害により移動に著しい困難
を有する方の外出時に同行し、代
筆・代読など外出先で必要な視覚的
情報の支援のほか、排せつ・食事の
介護など外出する際に必要となる援
助を行う。

　20歳以上の身体障害1級の脳性麻
痺者で単独で屋外活動が困難な方
に、家族を介護人とした支援を行う。

同行援護
(再掲）

重度訪問介護

14人

47人

292人
（延べ1017回）

在宅難病患者延訪問数
看護師　239回

理学療法士　44回
保健師　143回

在宅難病患者延訪問数
看護師　240回

理学療法士　45回
保健師　179回

令和５年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

49人

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

29人

障害福祉計画の
実績報告を参照
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（２）日中活動及び居住支援の充実

　　①　日中活動系サービスの充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

47 障害者支援課

48 障害者支援課

49 障害者支援課

50 障害者施策課

51 障害者施策課

新体系継続 新体系継続

（別紙「施設一覧」参照） （別紙「施設一覧」参照）

52 障害者施策課

3１施設 32施設

　良質な施設サービスの提供を確保
するため、障害者総合支援法に定め
られた生活介護、自立訓練や就労移
行・就労継続支援の障害福祉サービ
スを提供する社会福祉法人等に事
業の運営費の一部を補助。

　平成28年度の助成対象施設は、30
施設。

　創作的活動または生産活動の機会
の提供、社会との交流等を行う施
設。

　平成29年4月現在、区内に4か所設
置。

地域生活支援事業の
実績報告を参照

地域生活支援事業の
実績報告を参照

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①補助制度の対象となる新規事業所に対
して、制度の内容を開設前に行うことで、
遺漏なく補助制度の活用につなげること
ができた。
②都の補助制度を活用した事業のため、
都の制度改正があった場合、それにあわ
せた改正内容を事業所へ遅滞なくかつわ
かりやすく周知し、申請等に不備がないよ
う務める。

①新型コロナウィルス感染拡大に伴い、
外出への制限等から、コミュニティの希薄
さが目立ち、家に引きこもる方々・一人で
抱えて体調を崩される方々が増加。また
そのことで、同居しているご家族とのバラ
ンス（距離）が乱れ、ご家族の相談の増
加。また保健所・医療機関からの紹介で、
「地域活動支援センター」の存在を知り、
利用者が増加傾向にある。
②昨年同様、「地域」を意識し、プログラム
には、ボランティアセンターを活用し、地
域ボランティアさんの参加を促し、地域の
町会行事（避難訓練等）にも参加した。福
祉サービスを利用していない方々への利
用へのきっかけとしてプログラムに、福祉
サービス事業所の事業所説明会を実施
予定している。当事者家族からの「親亡き
後」の相談も増えていることから、「親御さ
ん向けのプログラム」を検討する。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①新型コロナウィルス感染症が５類に移
行したが、各施設とも基本的な感染症対
策は引き続き徹底して行い、感染防止に
努めている。塩浜福祉園は昨年から改修
工事に伴い、仮設施設での運営となった
が、大きなトラブルなく運営できている。
②全国的な介護人材不足の影響により、
看護師、支援員の一時的な欠員が生じて
いる施設がみられる。

令和４年度実績 担　当　課

　在宅の障害者及び特別支援学校
の卒業生のための、社会的自立の促
進を目的とした施設（区立）の管理運
営。

　通所による生活訓練や機能訓練の
機会を提供。

　医療及び常時介護が必要な方で、
病院等への入院による医学的管理
の下、機能訓練や療養上の管理、看
護、介護を提供。

充
実

目
標

事業内容及び平成28年度実績など

継
続

継
続

継
続

充
実

　生活訓練などを通じて日常生活能
力の向上を図る「生活介護」の施設
が3か所（塩浜福祉園、東砂福祉園、
亀戸福祉園）、企業就労に向けた支
援を行う「就労継続支援（Ｂ型）」が1
か所（あすなろ作業所）、「生活介護」
と「就労継続支援（Ｂ型）」を併せ持っ
た施設が1か所（第二あすなろ作業
所）。

地域活動
支援センター

障害者
通所支援
施設管理
運営事業

　常時介護が必要な方に、入浴、排
せつ、食事の介護や創作活動の機
会を提供。

障害者
日中活動系

サービス
推進事業

療養介護

生活介護

自立訓練

事業名

継
続

障害福祉計画の
実績報告を参照

令和５年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照
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№

53 障害者施策課

54 障害者支援課

身体障害者 身体障害者

延べ　0人 延べ　0人

知的障害者 知的障害者

延べ　0人 延べ　0人

精神障害者 精神障害者

延べ　0人 延べ　0人

55 保健予防課

精神障害者 精神障害者

199回　990人 189回　893人

酒害 酒害

96回　191人 96回　197人

56 障害者施策課

利用者数（延べ） 利用者数（延べ）

25,542 13,747名

18歳以上の障害者で、やむを得ない
事由により介護給付費等の支給を受
けることが著しく困難であると認めると
き、障害者支援施設等に入所させ
て、その更生援護を行う。

①デイケアのメンバー同士の交流や交通
機関を使った外出プログラムなど、活発な
活動を行うことができた。
②区内医療機関への事業周知を行い必
要なかたに情報が行き届くよう務める。

①対象者がいる場合に、必要に応じて適
切に対応する。
②必要に応じて適切に更生援護を行う。

№50を参照

①昨年度工夫したことや良かった点

①事業者の負担軽減や補助金の精算誤
り等を避けスムーズな申請につなげるた
め、交付申請・実績報告時に確認シート
を作成し配布した。
②当該助成金を含め、区単独経費の補
助金全般については、その事業効果も含
め、その助成対象・助成額等について
は、継続して検証していく必要がある。

担　当　課

平成28年度の実績は、

　　身体障害者　延べ6人
　　知的障害者　延べ0人
　　精神障害者　延べ0人

　平成28年度の実績は、
　　精神障害者：200回　1,065人
　　酒害：95回　251人

目
標

心身障害者
入所措置

精神障害者
地域生活支援
センター事業

　障害者総合支援法に基づく障害福
祉サービス事業を区内で運営する社
会福祉法人等に対し、区で独自に運
営費の一部を助成することにより、良
質な施設サービスの提供と施設の安
定的な運営を確保。

　平成28年度利用者数は、延べ
33,368人。

生活指導教室
（デイケア）

事業名

　精神障害者がレクリエーション、ス
ポーツ等を通して集団生活のルール
を学び、生活リズムの確立を図り、社
会参加の動機づけを行う。保健相談
所で実施。

事業内容及び平成28年度実績など

　専門職員（精神保健福祉士等）を
配置し、医療・福祉及び地域の社会
基盤との連携強化のための調整、地
域住民ボランティア育成、障害に対
する理解促進を図るための普及啓発
等を実施。

障害福祉サービス
事業運営費助成

継
続

継
続

継
続

継
続

令和４年度実績

38か所

令和５年度実績

37か所
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　　②　居住系サービスの充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

57 障害者支援課

58 障害者支援課

59 障害者支援課

60 障害者支援課

家賃助成：延べ1,331件 家賃助成：延べ1,294件

運営費助成：0件 運営費助成：0件

61 共同生活援助 共同生活援助 障害者施策課

利用者　7人 利用者　7人

短期入所 短期入所

契約者数　368人 契約者数　421人

利用延べ人数　466人 利用延べ人数　　588人

62 障害者施策課

63 障害者支援課

64 住宅課

65 障害者施策課

　就労や作業所等を利用している身
体・知的・精神障害者で、地域で共
同生活を営む方に、夜間や休日に
相談や日常生活の援助を行う。

　知的障害者グループホームの利用
委託及び家賃助成。

平成28年度の実績は、
　　家賃助成：延べ875件
　　運営費助成：延べ24件

①年4回の都営住宅の申込書を施設内に
も置くようにし、希望者への書類作成サ
ポートを行なった。支援数は少ないが丁
寧な支援が出来ている。
②協力（理解）してくれる不動産屋を増や
すこと。強引な立退き業者からお金を受け
取ってしまって不利な条件で転居しなけ
ればならなくなるケースがある。立退き合
意書にサインしてしまう前に相談できるよ
うに広報などを検討していく。

①グループホーム入所者への積極的な
案内を行った。
②グループホーム入所者への案内を継
続し、本制度の利用を促進する。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①昨年度は申請件数、成約件数ともに増
加した。
②今後も成約件数増加を目標に、居住支
援協議会と連携し、民間賃貸住宅貸主や
不動産店への事業周知や理解促進を図
る。また、入居者への新たな支援策を検
討していく。

申請件数 108件
成約件数　22件

2箇所 2箇所

担　当　課

障害福祉計画の
実績報告を参照

2施設

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、法に基づき事業を行う。

①共同生活援助の長期入居者の移行先
が決まった。新規入居者の受け入れも問
題なく行うことができた。
②短期入所の需要が増加傾向にあるた
め、すぐに満床になることが課題である。

①事業所からの申請に基づき、適切に助
成を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

継
続

継
続

　
知的障害者

グループホーム等
援護

目
標

共同生活援助
（グループホーム）

リバーハウス
東砂

自立生活援助

心身障害者
生活寮

運営費助成

住宅あっせん

　
居住サポート

支援

施設入所支援

精神障害者グループホームへ運営
費を助成。

　心身障害者の生活寮（グループ
ホーム）運営費の助成。

　平成28年度の実績は、5施設利用
者数35人（延べ35人）。

　社会的自立意欲のある障害者に対
して、生活の場を提供し、地域社会
において自立した生活ができるよう
支援することを目的とした施設。

　施設入所者を対象とした入浴、排
せつ、食事等の介護、生活に関する
相談、助言等日常生活上の支援を
行う。

　
精神障害者

グループホーム等
への助成

事業名

充
実

　施設入所支援や共同生活援助を
受けていた障害者の居宅における自
立した日常生活を営むうえでのさま
ざまな課題に対応するため、巡回訪
問や相談を実施。

　単身生活を希望する障害者に対し
て、安心して自立した生活ができるよ
うに入居支援員を配置し、民間賃貸
住宅等への入居支援及び定着支援
を実施。

　相談窓口を設置し、高齢者や障害
者等に対する住宅のあっせん、契約
金及び家賃債務保証に係る保証料
の一部等を助成。

事業内容及び平成28年度実績など

　グループホーム定員7人
　利用期間3年。

継
続

充
実

継
続

継
続

充
実

充
実

障害福祉計画の
実績報告を参照

令和４年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

令和５年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

2施設

7施設6施設

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

申請件数　87件
成約件数　15件

①要綱に基づき遅滞なく運営費の助成を
行った。
②法に基づく共同生活援助への切替え
について、具体策が決まっていないことが
課題である。
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（３）移動支援及び福祉用具の利用支援

　　①　移動に関わる支援

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

66 障害者支援課

移動支援

67 障害者支援課

68 障害者支援課

69 障害者支援課

　平成28年度の実績は、6人。

70 障害者支援課

　平成28年度の実績は、2人。

71 　登録者数 　登録者数 障害者支援課

1,522人 1,580人

障害者  354人 障害者  351人

高齢者1,168人 高齢者1,229人

　利用延べ人数 　利用延べ人数

7,589人 8,099人

障害者2,300人 障害者2,525人

高齢者5,289人 高齢者5,574人

72 障害者支援課

73 障害者支援課

①対象者がいる場合、必要に応じて適切
に対応する。
②必要に応じて適切に給付する。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①ニーズに応じて適切に助成できた。
②引き続き適切な助成を継続する。

①ニーズに応じて適切に助成できた。
②引き続き適切な助成を継続する。

①要綱に基づき、障害状況に応じたサー
ビスの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

3人

①申請に基づき、対象者に適切なサービ
スを提供した。
②現状のサービスを継続していき、新たな
ニーズにも可能な範囲で対応する。

①申請に基づき、対象者に適切なサービ
スを提供した。
②現状のサービスを継続していき、新たな
ニーズにも可能な範囲で対応する。

1人 0人

担　当　課令和４年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

7人

地域生活支援事業
の実績報告を参照

6,245人

①申請に基づき、対象者に適切なサービ
スを提供した。
②現状のサービスを継続していき、新たな
ニーズにも可能な範囲で対応する。

福祉タクシー
利用支援

身体障害者
補助犬の給付

（都制度）

　身体障害者手帳1級または視覚障
害1・2級、下肢・体幹機能障害1～3
級、愛の手帳1・2度の方の日常生活
に供される自動車に必要な燃料費の
一部を助成。福祉タクシー利用券と
の重複不可。
　平成28年度の助成実績は、570
人。

リフト付福祉
タクシー運行

自動車燃料費
助成

事業名

自動車運転
教習費助成

自動車改造費
助成

同行援護
（再掲）

充
実

平成28年度の実績は、
　　登録者1,285人
　　（障害者300人、高齢者985人）
　　利用延人数6,800人
　　（障害者1,788人、高齢者5,012
人）

継
続

　一般の交通手段を利用することが
困難な重度障害者等のため、車いす
やストレッチャーに乗りながら乗降で
きるリフト付タクシーを運行。

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

継
続

　視覚障害により移動に著しい困難
を有する方の外出時に同行し、代
筆・代読など外出先で必要な視覚的
情報の支援や、排せつ・食事の介護
など外出する際に必要となる援助を
行う。

　視覚障害者、肢体不自由者及び聴
覚障害者の自立と社会参加を促進
するため、補助犬（盲導犬、介助犬、
聴導犬）を給付。

　重度肢体不自由者が就労等に伴
い自動車を購入する場合に、自動車
の改造費として133,900円を限度に
助成。

　身体障害者手帳1級または視覚障
害1・2級、下肢・体幹機能障害1～3
級、愛の手帳1・2度の方に、タクシー
利用券を配付。
　平成28年度の利用者は、6,552人。

　障害者が自動車運転免許を取得
する場合に、教習費の一部を助成。

　屋外での移動が著しく困難な障害
のある方に、外出のための支援を行
う。

事業内容及び平成28年度実績など
目
標

480人

令和５年度実績

6,152人

473人

2人

６人

地域生活支援事業
の実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

74 障害者支援課

保健予防課

2,892人 2,575人

75 障害者支援課

1,184件 1,400件

　　②　福祉用具の利用支援

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

76 障害者支援課

77 障害者支援課

78 障害者支援課

　平成28年度の実績は、20人。 ※令和2年度をもって事業廃止。 ※令和2年度をもって事業廃止。 ※令和2年度をもって事業廃止。

79 障害者支援課

現物助成 500人 現物助成 509人

現金助成 34人 現金助成 43人

　身体障害者に補装具費を支給。

　平成28年度の実績は、1,080件。

　身体障害者1・2級、愛の手帳1・2度
で寝たきりまたは失禁状態の方に紙
おむつを支給。

平成28年度の実績は、
現物助成399人、現金助成（病院指
定のおむつの場合）50人。

令和５年度実績

令和５年度実績

地域生活支援事業
の実績報告を参照

①ニーズに応じて適切に給付できた。
②引き続き適切な給付を継続する。

①申請に対し適切に発行することがで
きた。
②引き続き適切に事業を継続する。

①申請に基づき、対象者に適切なサービ
スを提供した。
②現状のサービスを継続していき、新たな
ニーズにも可能な範囲で対応する。類似
する「出張調髪」「寝具乾燥消毒・水洗い」
サービスとあわせて案内漏れがないように
務める。

①申請に対し適切に発行することがで
きた。
②引き続き適切に事業を継続する。

地域生活支援事業の
実績報告を参照

令和４年度実績

継
続

人工肛門用
装具等

購入費助成

事業名

補装具費の支給

心身障害者
日常生活用具

給付等

　身体障害者・知的障害者・難病患
者に日常生活用具を給付または貸
与。
　
平成28年度の給付実績は、314件。

紙おむつの支給

事業内容及び平成28年度実績など

有料道路
障害者割引制度

（国制度）

事業名

都営交通
無料乗車券の

発行
（都制度）

担　当　課

担　当　課

継
続

継
続

充
実

事業内容及び平成28年度実績など

　身体障害者手帳・愛の手帳・精神
障害者保健福祉手帳をお持ちの方
に、都バス、都営地下鉄、都電、日
暮里・舎人ライナーの無料乗車券を
発行。

人工肛門・ぼうこうを造設し身体障
害者手帳を申請した方に手帳が交
付されるまでの間、ストーマ装具購入
費を助成。

継
続

目
標

　身体障害者手帳を持つ方が自ら運
転する場合、または重度の身体障害
者・知的障害者を乗せて介護者が運
転する場合に、有料道路を通行する
際に利用する料金の割引を受け、移
動の利便性を図る。

継
続

目
標

865件

令和４年度実績

897件
①ニーズに応じて適切に支給できた。
②引き続き適切な支給を継続する。
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（４）福祉サービスの質の向上

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

80 ○公設民営障害者通所 ○公設民営障害者通所 障害者施策課

　支援施設等　　1か所 　支援施設等　　1か所

○公設民営障害児通所 ○公設民営障害児通所

  支援施設　　　1か所 　支援施設　　　0か所

○民設民営障害者通所 ○民設民営障害者通所

　支援施設　　　10か所 　支援施設　　　14か所

○民設民営障害児通所 ○民設民営障害児通所

　支援施設　　　5か所 　支援施設　　　4か所

○民設民営共同生活援助 ○民設民営共同生活援助

　事業所　　　　　0か所 　事業所　　　　　0か所

80の2 〇障害児通所支援事業 〇障害児通所支援事業 障害者施策課

11か所 12か所

〇障害福祉サービス事業 〇障害福祉サービス事業

（訪問系・日中活動系・居住系） （訪問系・日中活動系・居住系）

15か所 20か所

〇計画相談支援事業 〇計画相談支援事業

3か所 10か所

〇地域生活支援事業 〇地域生活支援事業

（移動支援事業） （移動支援事業）

3か所 6か所

81 保健予防課

協議会開催　1回 協議会開催　1回

〔主な議題〕 〔主な議題〕

82 障害者施策課

①講評時に使用する指導事項票をメール
送付に変更するなど、指導検査の効率化
を図った。
②令和４年度以降、障害福祉サービス事
業所等の運営指導（指導検査）を増やし、
検査体制を強化していく。

・保健相談所管内における
難病患者の状況について
・各関係機関取り組み報告
について

①毎年、補助金交付申請や予算調査で
障害者（児）施設福祉サービス第三者評
価事業の補助金制度について周知・受審
勧奨を年３回実施している。また、指導検
査時で直接受審を勧奨している。
②引き続き、計画的に受審する事業者（３
年に１度）の評価受審を促進し、受審推
奨事業者に対しては、令和６年度から周
知・受審勧奨スケジュールを再考慮し、年
４回に変更を予定している。

令和５年度実績

協議会開催 3回
（新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、1、2回目は
オンライン会議システムを
併用）

〔主な議題〕
・江東区障害者計画の進捗
状況及び江東区障害福祉
計画・江東区障害児福祉
計画の実績報告について
・障害者実態調査について

・保健相談所管内における
難病患者の状況について
・各関係機関取り組み報告
について

※民設民営共同生活援助については、平成30年
度より当該補助事業の対象外となっている。

令和４年度実績

継
続

　障害者計画等の進行管理等を行う
ための協議会を設置し、必要なサー
ビスを効果的・効率的に提供するた
めの施策の推進や障害福祉サービ
スの向上を目指す。

　平成28年度は3回開催し、次期計
画策定のために「地域生活に関する
調査（障害者実態調査）」を実施。

充
実

継
続

　専門医、医師会、訪問看護ステー
ション等の関係機関及び関係者との
連携を図り、難病患者のより良い療
養環境づくりのために開催。

　
難病対策地域

協議会

指導検査の実施

事業名

　利用者保護及び利用者の視点に
立った障害福祉サービス等の提供並
びに質の向上、利用者の人権の擁
護、虐待の防止等のための体制整
備を図ることを目的として調査・指導
検査を実施し、適正な事業運営と自
立支援給付の適正化を図る。

　令和元年度より実施。

障害者計画・
障害福祉計画
推進協議会

第三者評価事業
の実施

平成28年度より難病地域ケア連絡会
が難病対策地域協議会へ移行。

平成28年度実績

公設民営障害児通所支援施設1か
所

民設民営障害者通所支援施設9か
所

民設民営障害児通所支援施設2か
所

　サービスの質の向上を図るため、第
三者評価事業を実施。

担　当　課
目
標

継
続

事業内容及び平成28年度実績など

協議会開催 ４回

〔主な議題〕
・江東区障害者計画・第７
期江東区障害福祉計画・
第３期江東区障害児福祉
計画について
・江東区障害者計画の進捗
状況及び江東区障害福祉
計画・江東区障害児福祉
計画の実績報告について
・障害者実態調査について

①特に在宅人工呼吸器使用者の災害時
の対策について検討した。
②引き続き関係部署との連携を密にして
いく。

①各計画の計画期間が満了となることか
ら、「江東区障害者計画・第７期江東区障
害福祉計画・第３期江東区障害児福祉計
画」を策定した。
②新計画の進行管理等を行うための協議
会を設置し、必要なサービスを効果的・効
率的に提供するための施策の推進や障
害福祉サービスの向上を目指す。
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

83 障害者施策課

84 保健予防課

（障害者支援課）

85 障害者支援課

①委員の他、東京都医療的ケア児支援
センター職員に出席してもらい、他の自治
体の取り組みや都への相談状況を共有し
た。
②引き続き、関係機関との情報共有・意
見交換を図る。

・地域自立支援協議会
精神部会にて保健・医
療・福祉関係者による精
神障害者への支援につ
いて協議。
・江東区地域精神保健
福祉連絡協議会の中で
精神障害者にも対応した
地域包括ケアシステム構
築のための協議の場を
設置

協議会開催　2回
（新型コロナウイルス感染
拡大防止のためオンライ
ン会議システムを併用）

〔主な議題〕

・障害者優先調達推進
法に基づく調達実績に
ついて
・指定特定相談支援事
業について

①地域自立支援協議会精神部会におい
て３回、江東区地域精神保健福祉連絡協
議会において１回協議の場を設けた。
②引き続き、協議の場を設置し精神障害
者の支援を推進していく。

①年２回における協議会にて、建設的な
議論を実施することができた。
②自立支援協議会に係る基本方針改正
に伴い、地域サービス基盤の整備につい
て議論できるよう務める。

「江東区医療的ケア児支
援連携会議」を2回開

催。
【検討内容】

〇江東区における医療
的ケア児の現状につい

て
〇関係機関等の取組

〇訪問看護ステーション
事業所への実態アン

ケートについて

「江東区医療的ケア児支
援連携会議」を2回開

催。
【検討内容】

〇江東区における医療
的ケア児の現状につい

て
〇関係機関等の取組

〇東京都医療的ケア児
支援センターの報告

充
実

充
実

事業内容及び平成28年度実績など

　保健・医療・福祉関係者による協議
の場を設置し、精神障害者への支援
の充実を図る。

　
医療的ケア児
支援のための

協議の場の設置

精神障害者支援
のための協議の場

の設置

　障害児・者が地域で自立した生活
を営むことができる社会の実現に向
け、相談支援体制をはじめとする福
祉サービスの連携や支援体制に関し
て協議する協議会で、全体会と5つ
の専門部会で構成されている。
　今後の福祉施策の展開に対応し、
機能拡充していく。

　
地域自立支援

協議会
（再掲）

事業名 担　当　課

　保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の関係機関が連携を図るための協
議の場を設置し、医療的ケア児への
支援の充実を図る。

充
実

目
標

令和４年度実績 令和５年度実績

協議会開催　2回
（オンライン会議システム
も併用）

〔主な議題〕

・障害者優先調達推進
法に基づく調達実績に
ついて
・指定特定相談支援事
業について

・地域自立支援協議会
精神部会にて保健・医
療・福祉関係者による精
神障害者への支援につ
いて協議。
・江東区地域精神保健
福祉連絡協議会の中で
精神障害者にも対応した
地域包括ケアシステム構
築のための協議の場を
設置
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（５）経済的自立の支援

〔各種手当〕

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

86 障害者支援課

重度　4,081人 重度　3,985人

中軽度　1,899人 中軽度　1,910人

難病　1,870人 難病　1,935人

87 障害者支援課

88 障害者支援課

89 障害者支援課

受給者数331人 受給者数305人

90 月額（令和3年4月～） 月額（令和5年4月～） こども家庭支援課

重度　52,400円 重度　53,700円

中度　34,900円 中度　35,760円

支給対象世帯 支給対象世帯

375世帯 378世帯

受給者数203人

①区報掲載で制度周知を行った。
②対象者への案内漏れに留意する。他
自治体等を参考にHP等の広報内容につ
いて見直し必要な情報を案内できるように
務める。

令和４年度実績 令和５年度実績

継
続

目
標

　おおむね身体障害者手帳1～3級、
愛の手帳1～3度、長期間安静を要
する症状または精神の障害により日
常生活に著しい制限を受ける児童を
養育している方に支給。月額：重度
51,500円、中度34,300円。児童が施
設に入所している方、児童が障害の
年金を受けている方や所得制限を超
える方は受給できない。

特別障害者手当
（20歳以上の方）

（国制度）

障害児福祉手当
（20歳未満の方）

（国制度）

重度心身
障害者手当
（都制度）

　愛の手帳1・2度程度で著しい精神
症状または障害者手帳2級程度以上
の方、重度の肢体不自由であって、
かつ座っていることが困難な方。月
額60,000円。施設入所、病院に3か
月以上入院の方、所得制限を超える
方は受給できない。
　平成28年度の受給者数は、354
人。

特別児童
扶養手当

（20歳未満の
児童を養育して

いる方）
（国制度）

　平成28年度の支給対象406世帯。

　身体障害者手帳1・2級、愛の手帳
1・2度でかつ障害が重複している
方、これと同程度の疾病、精神障害
の方（診断書により判定）。月額
26,830円（平成29年度は26,810
円）。施設に入所の方や所得制限を
超える方等は受給できない。
　平成28年度の受給者数は、497
人。

心身障害者
（難病）福祉手当

（区制度）

　身体障害者手帳1・2級程度の方、
愛の手帳1・2度程度の方、これと同
程度の精神障害、疾病の方（診断書
等により判定）。月額14,600円（平成
29年4月からは14,580円）。施設に入
所の方や所得制限を超える方は受
給できない。
　平成28年度の受給者数は、183
人。

　平成28年度の支給実績は、

　　重　度（15,500円）4,430人
　　中軽度（7,750円）1,986人
　　難　病（15,500円）1,973人

事業内容及び平成28年度実績など

　身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1
～3度、脳性麻痺・進行性筋萎縮症
の方は月額15,500円、身体障害者
手帳3級・愛の手帳4度の方は月額
7,750円、難病（医療費助成対象者）
の方は月額15,500円。施設に入所の
方や所得制限を超える方等は受給
できない。

事業名 担　当　課

継
続

継
続

継
続

継
続

①法令に基づき適切に給付を実施するこ
とができた。
②引き続き、適切に給付を実施する。

①区内に新設された施設への入所により
資格喪失者が多数出たことから前年度に
比べて受給者数が減少した。他手当申請
者への通知に申請案内を追加する等して
申請者数は前年度比12名増加した。
②対象者への案内漏れに留意する。他
自治体等を参考にHP等の広報内容につ
いて見直し必要な情報を案内できるように
務める。

①区報掲載で制度周知を行った。
②対象者への案内漏れに留意する。他
自治体等を参考にHP等の広報内容につ
いて見直し必要な情報を案内できるように
務める。

①区報掲載で制度周知を行った。
②対象者への案内漏れに留意する。他
自治体等を参考にHP等の広報内容につ
いて見直し必要な情報を案内できるように
務める。

受給者数509人

受給者数183人

受給者数517人
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

91 月額（令和4年4月～） 月額（令和5年４月～） こども家庭支援課

第一子 第一子

43,070円～10,160円 44,140円～10,410円

支給対象世帯 支給対象世帯

2,206世帯 2,136世帯

92 こども家庭支援課

児童１人につき、 児童１人につき、

月額15,500円を支給。 月額15,500円を支給。

支給対象児童数 支給対象児童数

283人 287人

93 こども家庭支援課

児童１人につき、 児童１人につき、

月額13,500円を支給。 月額13,500円を支給。

支給対象児童数 支給対象児童数

4,473人 4,321人

〔年金〕

①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

94 1級は月額81,020円 1級は月額82,812円 区民課

2級は月額64,816円 2級は月額66,250円

令和5年3月末受給者数 令和6年3月末受給者数

5,048人 5119人

95 1級は月額52,300円 1級は月額53,650円 区民課

2級は月額41,840円 2級は月額42,920円

令和5年3月末受給者数 令和6年3月末受給者数

26人 25人

　18歳に達した年度の末日までの児
童（20歳未満で中度以上の障害を有
する児童を含む）を養育しているひと
り親（父、母または養育者）に支給す
る手当。父または母に重度の障害が
ある場合は、ひとり親に準じて対象に
なる。第一子で月額42,330円～
9,990円、第二子で10,000円～5,000
円、第三子で6,000円～3,000円の加
算。手当額は所得に応じて変動。所
得制限あり。

　平成28年度の支給対象2,963世
帯。

令和４年度実績

障害基礎年金

事業名

児童扶養手当
（養育者へ支給）

（国制度）

特別障害給付金

育成手当
（区制度）

障害手当
（区制度）

事業名

継
続

継
続

担　当　課

①法令に基づき適切に給付を実施するこ
とができた。
②引き続き、適切に給付を実施する。

①法令に基づき適切に給付を実施するこ
とができた。
②引き続き、適切に給付を実施する。

①法令に基づき適切に給付を実施するこ
とができた。
②引き続き、適切に給付を実施する。

①法や制度に基づき適切に受理できた。
②制度が複雑で、手続きに必要な書類も
多いため、引き続き分かりやすい周知・案
内に努める。

①法や制度に基づき適切に受理できた。
②制度が複雑で、手続きに必要な書類も
多いため、引き続き分かりやすい周知・案
内に努める。

令和４年度実績 担　当　課

第二子
10,170～5,090円の加算

第三子以降
6,100～3,050円の加算

継
続

継
続

目
標

事業内容及び平成28年度実績など

　原則として、国民年金の被保険者
期間中や、20歳前の病気やけがで、
国民年金法で定められた1級・2級の
障害状態になったときに支給（納付
要件あり）。

　国民年金任意加入対象者であった
学生及び被用者等の配偶者が、国
民年金に加入していなかった期間に
障害の原因になった傷病の初診日
があるため、障害年金を受けられな
い無年金者に支給。

　平成28年度の支給対象児童数は、
473人。

目
標

事業内容及び平成28年度実績など

　平成28年度の支給対象児童数
6,227人。

継
続

　18歳に達した年度末日までの児童
を養育するひとり親（母、父または養
育者）に支給する手当。父または母
に重度の障害がある場合は、ひとり
親に準拠して対象となる。児童1人に
つき額13,500円。所得制限あり。

　身体障害者手帳1・2級程度、愛の
手帳1～3度程度、脳性麻痺または
進行性筋萎縮症の児童を養育して
いる方に支給。1人につき障害手当
（月額15,500円）を支給。児童が施設
に入所している方、一定以上の所得
がある方は受けられない。

令和５年度実績

第二子
10,420円～5,210円の加
算

第三子以降
6,250円～3,130円の加
算

令和５年度実績
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〔その他〕

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

96 障害者支援課

97 障害者支援課

（６）新たな地域生活支援の拠点の整備

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

98 障害者施策課

99 障害者施策課

　グループホームのバックアップ機能
を持ち、区内の地域支援ネットワーク
の要として、障害者が日常生活支援
を受けながら、地域生活へ移行する
ことを支援する、短期入所、日中活
動の場も併設した障害者多機能型
入所施設の整備を推進。

障害者
グループホーム等

整備事業

①同じ世帯に障害福祉サービスを利
用する方が複数いる場合、または、
障害福祉サービスを利用している人
が、補装具や介護保険サービス、障
害児通所支援サービスを利用してい
る場合は、利用者負担を軽減するた
め、基準額を超えて支払った負担額
を給付費として支給。

平成28年度の実績は、延べ430人。

②低所得、生活保護の65歳以上で、
65歳になるまでに5年以上介護保険
サービスに相当する障害福祉サービ
スの支給決定を受けていた人が、障
害福祉サービスに相当する介護保
険サービスの利用した場合、利用者
負担を軽減するため、負担額を給付
費として支給。

　令和4年度より実施。

多機能型
入所施設の

整備

　障害者が住みなれた地域で安心し
て暮らし続けることができるように、共
同生活を営む住居で日常生活支援
を行う障害者グループホームの整備
を推進。

　心身障害者を扶養している保護者
が掛金を納めて、保護者に万一のこ
とがあったときに、心身障害者へ終
身一定額の年金を給付する任意加
入の制度。

目
標

事業名

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

東京都
心身障害者
扶養共済
（都制度）

高額障害福祉
サービス費
給付事業

充
実

充
実

継
続

①延べ158人

令和5年４月1日より運営
を開始。

担　当　課

実績なし

担　当　課

令和４年度実績

②延べ884人
※平成30年度～令和3
 　年度利用分を支給。

目
標

継
続

事業内容及び平成28年度実績など

令和４年度実績

令和5年2月末竣工。令
和5年4月1日より運営を
開始。

①延べ744人

②延べ504人
※令和3年度～令和4
 　年度利用分を支給。

49人

令和５年度実績

都有地を借り受け、公募
型プロポーザルにより整
備・運営事業者を決定し
た。

①整備・運営事業者を決定した。
②整備・運営事業者とともに関係機関と
調整のうえ、整備費補助協議を進めてい
く。

令和５年度実績

①適切に給付を実施できた。
②引き続き、適切に給付を実施する。

①東京都に対する年金等の進達手続き
を遅滞なく進めることができた。
②引き続き遅滞なく都への進達事務を行
う。

①開設後も大きなトラブルなく、運営して
いる。
②引き続き、円滑な施設運営ができるよう
フォローしていく。

49人

17



（７）家族・介護者への支援

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

100 障害者支援課

101 障害者施策課

延べ22人 延べ21人

延べ80日 延べ60日

102 障害者支援課

団体委託：延べ194日 団体委託：延べ251日

ヘルパー派遣：0日 ヘルパー派遣：0日

103 保健予防課

実人数　4人 実人数　5人

延べ　6人 延べ　5人

104 障害者支援課

延べ0日 延べ0日

　家庭での介護が困難になった知的
障害者を一定期間保護するため、入
所施設の短期入所枠を確保。

緊急一時保護
（施設利用）

①家族や関係機関との連携を密に行い、
利用者が安心して過ごせるよう対応した。
②緊急一時保護事業を真に必要とする方
が利用できる体制づくりを継続する。

①令和5年度は利用者がいなかったが、
相談を受けた際に、本制度の利用が適当
であるか適切に判断している。
②本制度を活用し、心身障害者の介護支
援を行う。

①団体委託はコロナ禍明けで外出等が
増加したことから実績増につながった。ヘ
ルパー派遣についてはH27以降実績なし
の状態が続いている。
②ヘルパー派遣の利用可能日をR５年度
までの日・祝日のみから平日を追加し利
用増加を目指す。

①介護者の休息に本事業が活用されて
いる。
②引き続き、制度の周知を行い、利用申
請について迅速に対応していく。

障害福祉計画の
実績報告を参照

充
実

令和４年度実績

　平成28年度の実績は、延べ142日
（4人）。

事業内容及び平成28年度実績など

充
実

「リバーハウス東砂」で実施。

　障害者を介護している家族等が、
病気、事故、出産、冠婚葬祭等で介
護できないときに、障害者を一時保
護。

　利用は1回につき2泊3日以内

　平成28年度の利用実績は、
　　　　　　延べ338人、延べ794日

　在宅の難病患者を介護する方が、
病気、事故等により、一時的に介護
困難になった場合、難病患者が一時
入院するため、都内の病院に病床を
確保。保健相談所で対応。

在宅難病患者
一時入院事業

（都制度）

　障害者を自宅で介護する方が病気
の場合などに、短期間、夜間も含め、
施設において入浴、排せつ、食事の
介護等を行う。

　障害者を介護している家族等が、
病気、事故、出産、冠婚葬祭等で介
護できないときに、障害者を一時保
護。

　一時保護の方法
①区が委託する障害者団体での保
護
（日帰り、宿泊）
②区が委託するホームヘルパーを派
遣
（日帰り、宿泊）

　平成28年度の利用実績は、
　　①団体委託：延べ482日
　　②ヘルパー派遣：0日

事業名

短期入所
（ショートステイ）

継
続

継
続

障害福祉計画の
実績報告を参照

担　当　課
目
標

知的障害者
ショートステイ

推進事業

緊急一時保護
（区制度）

継
続

令和５年度実績

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

105 障害者支援課

延べ147日（3人） 延べ180日（6人）

106 障害者支援課

107 障害者施策課

全5回　延べ人数285名 全5回　延べ人数302名

108 障害者支援課

　障害児・者の発達、成長、自立のた
めの学習について支援し、地域にお
ける子育て支援のネットワークづくり
を推進するための課題別講座を開
催。全5回。
　
　平成28年度は、「より良い地域生活
を送るために」のテーマで実施し、延
べ157人が参加

ミドルステイ

裁判員制度
参加支援事業

障害児（者）の親
のための講座

　
重症心身障害児

(者)レスパイト
支援事業

事業名

①HPで制度周知を行った。
②引き続き事業を行う。

①令和5年10月に利用上限時間を96時
間から144時間に増やした。
②引き続き事業を継続する。

①家庭における介護が困難となった心身
障害者を本制度を利用し、スムーズに施
設に入所させることができた。
②本制度を活用し、心身障害者の介護支
援を行う。

事業継続
（実績なし）

　家庭における介護が困難となった
心身障害者を施設に一定期間保
護。

　平成28年度の実績は、延べ199日
（2人）。

令和４年度実績

　家族等の介護負担を軽減するた
め、日常的に医療ケアが必要な重症
心身障害児（者）の自宅に看護師を
派遣し、一定時間の医療的ケア及び
療養上の介助を行う。

事業内容及び平成28年度実績など

充
実

目
標

継
続

継
続

①株式会社メトロフルー
ルの知的障害者雇用
②きょうだい児をきっかけ
に考える家族支援
③発達障害児の子育て
体験談～学校・受験への
心構え～
④障害児（者）への性教
育～心とからだの主人公
に～
⑤わが子の入所と親子
関係

年度末登録者数　70人
（新規12人、廃止7人）
総利用回数　431回

担　当　課

継
続

　障害者本人または障害者を介護す
る家族の方が、裁判員として裁判に
参加している期間中に利用する、在
宅の障害福祉サービスにかかる利用
者負担相当額を助成。

事業継続
（実績なし）

令和５年度実績

①東京都ビジネスサービ
ス株式会社の障害者雇
用の取り組み
②親なきあとのために今
から準備できるお金の話
③発達障害児（者）の子
育て体験談～子ども・周
囲との関わりや進路選択
～
④家庭での子どもとのよ
りよい関わり方～ペアレ
ントトレーニングの考え方
をもとに～
⑤障害のある人にも、親
にも、大切な「性」の学び

年度末登録者数　81人
（新規18人、廃止14人）

総利用回数　638回

①令和5年度より一部講座のアーカイブ
配信を実施し、当日参加が難しい区民に
も受講の機会を提供した結果、過年度よ
り参加者数を増やすことができた。
②講座内容によって参加者数に差があっ
たため、これまでの受講生アンケートを参
考に、とくに関心が高いテーマを設定して
いきたい。また、アーカイブ配信におい
て、字幕表記等の合理的配慮の提供に
努めたい。
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３　健康を守る保健・医療の充実

（１）保健サービスの充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

109 障害者施策課

14回 14回

延べ734人 延べ696人

110 障害者施策課

420回　延べ2,030人 333回　延べ1,068人

111 　相談件数　399件 　相談件数　４１６件 障害者支援課

　専門相談　  7件 専門相談　　11件

　交流会( 12回） 交流会（12回）

　参加者数　延べ41人 参加者数　延べ50人

　リハビリ事業(23回） リハビリ事業（24回）

　参加者数　延べ257人 参加者数　延べ314人

　講演会 講演会

　1回　30名 1回17名

連絡会　3回 連絡会　4回

112 保健予防課

42回 42回

延べ37人 延べ43人

113 保健予防課

毎月1回実施 毎月1回実施

継続（変更なし） 継続(変更なし)

114 一般精神 一般精神 保健予防課

83回　延べ583人 72回　延べ129人

思春期 思春期

精神保健相談 60回　延べ131人 60回　延べ118人

（再掲） 酒害 酒害

84回　延べ137人 96回　延べ232人

高齢精神 高齢精神

26回　延べ41人 26回　延べ36人

平成28年度の実績

　　一般精神：83回　延べ159人
　　思春期：60回　延べ136人
　　酒害：96回　延べ313人
　　高齢精神：28回　延べ48人

①自立支援医療や精神保健手帳の申請
の機会をとらえて、保健師の面接を積極
的に行い相談事業につないでいる。
②引き続き継続して実施する。

保健相談所で一般精神、思春期、
酒害、高齢期に分けて実施。

機能回復
訓練事業

高次脳機能
障害者

支援促進事業

令和４年度実績

難病医療相談室

　
難病療養相談

（再掲）

　高次脳機能障害者及びその家族
等からの相談に応じ、関係機関との
連携を図り、適切な支援を提供し、
支援を促進。

　平成28年度の相談実績は393件。
　他に、講演会：2回、リハビリ事業：
24回、連絡会4回を開催。

継
続

担　当　課

継
続

継
続

　難病等特定疾患で治療中の方、病
気の心配をされている方とその家族
を対象に、毎月1回、専門医を中心と
した医療相談を行う（江東区医師会
に委託）。

継
続

　難病で治療中または難病の疑いを
もって心配している方及びその家族
を対象に、患者・家族の療養環境の
整備改善のために、専門医、医師会
医師、理学療法士、保健師等が医療
相談を保健相談所で行っている。

平成28年度実績は、42回延べ72
人。

平成28年度の実績は、432回
延べ2,067人。

継
続

　障害者福祉センターで、理学療法
士、言語聴覚士による機能訓練を実
施。

①指定管理者変更に伴い利用者に影響
がでないように、サービスの提供を継続
できた。
②利用者ニーズに合わせたサービス提
供日時の設定を検討する。

　　①　障害者の健康に関する相談及び機能訓練の充実

事業内容及び平成28年度実績など事業名

　区内の施設を利用する心身障害者
等を対象に、医師による診察と血液
検査、尿検査、胸部レントゲン検査、
心電図検査、健康相談などを実施。 継

続

目
標

心身障害者
施設等

健康相談

平成28年度の実績は、
67回延べ857人。

令和５年度実績

①関係機関と連携し、相談内容に応じた
支援を行った。
②引き続き、高次脳機能障害者及びそ
の家族等への支援を促進していく。

①従来の会場が一部改修に伴い利用で
きなくなったが、代替の仮設施設でも事
故なく実施できた。
②引き続き委託先と密に連携しながら、
安定的に事業を運営していく。

①区報にて周知し、事業を実施した。
②引き続き継続して実施する。

①面接、電話相談、区報等で事業の周
知を行った。療養上の相談や、障害・介
護の福祉サービスの調整や提案も行っ
ている。
②生活と療養上の相談ができる場として
の周知の充実を図っていく。
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　　②　中高年者に対する予防健診などの充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

115 健康推進課

116 健康推進課

90,327人 88,273人

117 保健予防課

（２）医療サービスの充実

　　①　自立支援医療の実施

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

118 更生医療 更生医療 障害者支援課

　　延べ5,247件　実546人　　延べ5,465件　実624人

　（生活保護人工透析分　　（生活保護人工透析分　

延べ2,026件、実150人 延べ2,263件、実165人

含む） 含む）

育成医療　　　　4件 育成医療　　　　5件 保健予防課

精神通院医療　9,630人 精神通院医療　10,267人

　　②　療養介護医療費給付の実施

①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性・課題・改善策等

119 障害者支援課

　平成28年度の実績は延べ744人

　がんや心臓病、脳血管疾患と関わ
りの深い生活習慣病の早期発見、早
期治療を目的として、40歳以上の国
民健康保険・後期高齢者医療制度
の加入者及び生活保護受給者を対
象に実施。

継
続

令和４年度実績事業内容及び平成28年度実績など
目
標

事業内容及び平成28年度実績など

51,460人

継
続

健康診査

生活習慣病
予防健診

　保健相談所で30歳から39歳の区民
を対象に、尿検査、血圧測定、血液
検査などを行い、保健指導、栄養指
導及び医師の指導を実施。

目
標

継
続

目
標

　胃がん、肺がん、大腸がん、子宮
頸がん、乳がん、前立腺がんの早期
発見、早期治療を目的として、各検
診対象年齢の区民に実施。

継
続

①育成医療の問い合わせに関し適切に
説明をした。
②申請に関し、迅速かつ確実に事務処
理を行い受給者証を発行する。
　認定確認を行う際の確認を正確に行
う。

①申請数が増加していることから、区民
への制度周知が適切にできていたと考え
られる。
②申請数の増加に伴い、本人への受給
者証交付に遅滞が生じやすくなっている
ため、可能な限り速やかに進達および交
付を行う。

令和４年度実績

がん検診

自立支援医療
（更生医療）
（育成医療）

（精神通院医療）

事業内容及び平成28年度実績など

継
続

事業名

事業名

　障害者自立支援法第6条に規定さ
れた自立支援給付の一つで、従来
の身体障害者の更生医療、障害児
の育成医療、精神障害者の精神通
院医療が統合されて共通の制度に
なった医療給付。

　平成28年度の実績
　更生医療：延べ4,277件　実497人
　（生活保護人工透析分  延べ1,797
件、 実182人分を含む）
　育成医療：24件
　精神通院医療：6,331人

　障害者自立支援法第6条に規定さ
れた自立支援給付の一つで、療養
介護のうち医療に係る部分（療養介
護医療）の給付。
進行性筋萎縮症の方に対し、療養と
あわせて必要な訓練を行う。

事業名

療養介護
医療費の支給

（進行性筋萎縮症
療養等給付）

担　当　課

担　当　課

担　当　課

50,225人

延べ689人

受診者　365人 受診者　341人

令和４年度実績

延べ682人

令和５年度実績

①周知について区報以外に乳幼児健診
来所者や他事業利用者にポスター・チラ
シ・対面にて行った。乳幼児同行の場
合、スタッフの配置や会場等の配慮を
行った。
②健診については、R6年度から35歳対
象、事業者委託となったため（個別通知・
受診日拡大により受診者数の拡大を図る
ため）未受診者の受診勧奨・受診者の・
個別相談・健康教育をきめ細やかに行
う。

令和５年度実績

令和５年度実績

①第4期特定健康診査等実施計画（令
和6年度～令和11年度）策定に際し、運
用方法を検討した。
②国や都の動向を注視し、運用方法を
検討していく。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①肺がん検診の区内医療機関での実施
に向け検討を行った。
②国や都の動向を注視し、運用方法を
検討していく。
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　　③　その他の医療サービスの充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

120 障害者支援課

121 保健予防課

122 保健予防課

123 保健予防課

7人 7人

124 保健予防課

6人 6人

　ベーチェット病などの難病の治療を
受けている方に、医療費を助成。

　平成28年度の実績は、5,360人。

心身障害者（児）
医療費助成

在宅難病患者
医療機器貸与

（都制度）

令和４年度実績

　身体障害者手帳1・2級（内部障害
は3級まで）、愛の手帳1・2度の方が
健康保険証を使って診療・投薬を受
けたときの医療費の自己負担分の一
部を助成。一定以上の所得のある方
は助成制限あり。

小児慢性疾患の
医療費助成
（都制度）

特殊疾病（難病）
の医療費助成

（都制度）

平成28年度の医療証受給者数は、
4,178人。

継
続

継
続

　在宅難病患者が必要とする医療機
器の貸与を行っている。

継
続

継
続

　難病患者の在宅療養に必要な医
療機器の貸与に伴う訪問看護師の
派遣。

医療機器貸与者
に対する

訪問看護事業
（都制度）

継
続

　18歳未満の方が、がんやぜんそく
など慢性疾患で医療を受けたとき
に、各種保険の自己負担分の一部
を助成。

　平成28年度の実績は、313人。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など
目
標

担　当　課

320人

5,744人

4,065人

３０５人

5,828人

4,024人

令和５年度実績

①助成を必要とされる方に対して、制度
内容を適切に説明した。
②制度を必要とされる方への周知徹底を
強化する。

①助成を必要とされる方に対して、
制度内容を適切に説明した。
②書類不備による進達の遅延が多いた
め、必要書類のご案内を周知徹底する。

①貸与を必要とされる方に対して、
制度の説明を適切に行った。
②必要な区民へ制度が伝わるように、
制度の周知徹底を心掛ける。

①制度を必要とされる方に対して、
説明を適切に行った。
②必要な区民へ制度が伝わるように、
制度の周知徹底を心掛ける。

①区報掲載で制度周知を行った。
②対象者への案内漏れに留意する。
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４　ユニバーサルデザインの視点による生活環境の改善

（１）やさしいまちづくりの推進

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

125 都市計画課

ユニバーサル
デザイン
推進事業

事業内容及び平成28年度実績など

　
　江東区長期計画に位置づけられ
た、ユニバーサルデザインの視点
により、年齢・性別・国籍の違いや、
障害の有無等にかかわらず誰もが
公平かつ快適に生活できるように
するため、区と区民及び事業者が
協働でまちづくりを推進する。

　区民・区職員が参加をしたユニ
バーサルデザインまちづくりワーク
ショップを開催するとともに、こども
たちへの意識向上を図るため、こど
も向けユニバーサルデザインハンド
ブックを活用して小学校での出前
講座を開催。

事業名
目
標

継
続

令和４年度実績

区民（障害当事者含）・区
職員協働によるUDまち
づくりワークショップを開
催。ユニバーサルデザイ
ンを体験するプログラム
づくりを通して、ユニバー
サルデザインの基本的な
考え方についての理解を
深めた。
また、出前講座について
は、区立学校の4年生児
童やその家族に対して、
ユニバーサルデザインへ
の意識を浸透させ、困っ
ている人がいれば自然に
手をさしのべる、「心のユ
ニバーサルデザイン」を
育むことができた。

ワークショップ開催数　8
回
出前講座開催校数   33
校

令和５年度実績

①UDまちづくりワークショップは、新たな担
い手となり得る高校生と協働することで、より
多くの人にユニバーサルデザインの理念を
広げられるように工夫した。また、出前講座
は、継続して多くの学校から希望があり、ユ
ニバーサルデザインの意識を浸透させる機
会となった。
②UDまちづくりワークショップは、啓発用の
動画制作を通じて、持続可能な啓発手段の
確立を目指す予定である。また、出前講座
は、継続して多くの学校から要望をいただ
けるように進めていく。

担　当　課

区民（障害当事者含）・区
職員のほか新たに高校
生との協働によるUDまち
づくりワークショップを開
催。これまで検討してきた
プログラムをベースに、
高校の授業で実践するこ
とで、ユニバーサルデザ
インの理解を深めたほ
か、理念をより多くの人に
広げる機会となった。

また、出前講座について
は、区立学校の4年生児
童やその家族に対して、
ユニバーサルデザインへ
の意識を浸透させ、困っ
ている人がいれば自然に
手をさしのべる、「心のユ
ニバーサルデザイン」を
育むことができた。

ワークショップ開催数　8
回
出前講座開催校数   31
校
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

126 選挙管理

委員会事務局

127 河川公園課

128 道路課

129 道路課

（２）住宅改修・バリアフリー化

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

130 障害者支援課

　平成28年度の実績は、32件。

継
続

目
標

　日常生活の利便を図るため、その
障害者が居住する住宅の設備改
善に要する費用を給付。

継
続

継
続

継
続

32件

事業名

（整備延長：669ｍ）

東陽七丁目道路改良工
事：141ｍ

千石一丁目道路改良工
事：381ｍ

森下五丁目道路改良工
事：147ｍ

継
続

無電柱化事業

身体障害者
住宅設備
改善給付

事業内容及び平成28年度実績など

　道路改修時に、歩道をセミフラット
型にすることで、バリアフリー化を進
める。

目
標

事業内容及び平成28年度実績など

だれでもトイレ
整備事業

事業名 令和４年度実績 令和５年度実績

仮設スロープ設置

　令和５年４月執行
　江東区議会議員選挙・

江東区長選挙
　57投票所のうち41か所

令和５年１２月執行
江東区長選挙

57投票所のうち41か所

　選挙における投票所に
仮設スロープ及び全投
票所に車いすを設置。

担　当　課

特別区道江166号：占用
物件支障移設

仙台堀川公園周辺路線：
電線共同溝設置工事

特別区道江166号：電線
共同溝設置工事

仙台堀川公園周辺路線：
電線共同溝設置工事

（整備延長：509ｍ）

北砂五丁目道路改良工
事（Ⅰ工区）：261ｍ

千石一丁目道路改良工
事：248ｍ

①歩道のセミフラット化によりバリアフリー対
応とすることができた。
②引き続き事業を継続する。

令和５年度実績

６か所整備

①ニーズに応じて適切に給付できた。
②引き続きニーズに対応した給付を行う。

①無電柱化を計画的に実施している。
②引き続き事業を継続する。

令和４年度実績

担　当　課

13件

道路改修事業

①景観に配慮した外観デザインや公園形
状を踏まえたバリアフリールートの整備し
た。
②バリアフリートイレの面積が限られている
中で、オストメイト用汚物流しや介助用大型
ベット等の利用者ニーズへの対応が課題で
ある。

①障害のある方が円滑に投票ができるよう
適切に各投票所にスロープを設置した。

②選挙後に従事者から、課題・要望をとりま
とめ、次回選挙でスロープ等の改善を図っ
ている。

選挙における
投票所

仮設スロープ等

　選挙における投票所に仮設ス
ロープ及び全投票所に車いすを設
置。

仮設スロープ設置

　令和４年７月執行
　参議院議員選挙

　57投票所のうち41か所

　選挙における投票所に
仮設スロープ及び全投
票所に車いすを設置。

　老朽化が進んだ公衆便所の改修
に合わせ、障害者・高齢者・妊婦・
乳幼児を連れている親等が利用し
やすい「だれでもトイレ」として整備
する。

　電線類の地中化を図り、交通安
全や防災機能の向上、町並みの景
観形成を図り、安全・安心なまちづ
くりを進める。

4か所整備
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５　雇用・就労の拡大

（１）就労支援の充実

　①障害福祉サービスによる支援

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

131 障害者支援課

132 障害者支援課

133 障害者支援課

　②区独自の取組み

①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

134 障害者支援課

　平成28年度は10人を表彰。

135 障害者支援課

136 障害者支援課

137 障害者支援課

継
続

　就労を希望する障害者に対し、
区役所及び区の施設において就
業体験の機会を提供。

　平成28年度は、実施日数86日、
参加延べ人数98人。うち、就職者
数は2人。

目
標

障害者常設販売
コーナー庁内出店

事業「るーくる」

継
続

継
続

　区役所2階区民ホール及び総合
区民センター2階を利用して、区内
障害者通所施設による自主生産品
等常設販売コーナーを開設し、複
数の施設の共同による自主的な取
り組み・活動に対して区が支援す
る。

　障害者施設自主生産品のＰＲと
販路拡大により工賃アップを図ると
ともに、接客及び販売業務を実地
訓練することで、企業への就労に
結びつくよう支援。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

就労移行支援

障害者就労支援
庁内実習事業

就労定着支援

勤労障害者表彰

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

　就業成績が良好な勤労障害者に
対して賞状を授与し、勤労意欲の
高揚と障害者の就労促進を図る。

就労継続支援

目
標

充
実

　就労に伴う生活面の課題に対応
できるよう、事業所・家族との連絡
調整等の支援を行う。

障害福祉計画の
実績報告を参照

充
実

　一般就労に向けて必要な知識及
び能力向上のために必要な訓練を
行う。

　一般の事業所で就労することが
困難な障害者に対して、生産活動
その他の活動の機会の提供を通じ
て、就労に必要な知識及び能力向
上のために必要な訓練を行う。

令和４年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

令和４年度実績

担　当　課

担　当　課

継　　　続

5人表彰

充
実

　就労移行支援事業または自立訓
練事業利用者及び身体障害者更
生援護施設（身体障害者療護施設
を除く）に入所している利用者に対
し、更生訓練費を支給し、社会復
帰を促進。

継
続

更生訓練費
給付事業

実績なし
※新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、実

施を見送った。

継　　　続

①店舗前に飲食用のテーブルを3台設置
したことにより、売り上げが向上した。
②R6年度から、パソコン等で遠隔操作で
きる「分身ロボット」を設置し、一人で外出
できない重度障害者等が在宅で商品説
明や接客などの業務を行うことのできる環
境を整備する。そのことに伴い、店舗を拡
張し商品棚を増やす予定である。この取り
組みを通じ、「るーくる」への集客を図り、
自主生産品の売上向上につなげられるか
が課題である。

地域生活支援事業の
実績報告を参照

地域生活支援事業の
実績報告を参照

令和5年10月末で事業廃止

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

令和５年度実績

令和５年度実績

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害者福祉計画の
実績報告を参照

5人表彰

①区報やＨＰの他、経済課の窓口に周知
資料を配架させてもらった。
②区外で就労している障害者が多いた
め、区外企業等への周知が課題である。

実施日数43日
参加人数　延43人
うち就職者数1人

①従前、障害者支援課にて受注していた
業務はOSC（オフィスサポートセンター）が
受注することになっていたため、実習事業
再開となった令和5年度からは、実習生が
行う業務をOSCから受託することとした。
②令和3年度より、職員課にてOSCが設
置されたため、実習生が行う業務が激減
した。庁内実習から就労につながるケー
スも少ないため、事業にあり方を検討する
時期に来ている。
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（２）雇用・就労の場の確保

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

138 障害者支援課

139

140 就職者数　69人 就職者数　78人

141

142

143 継続実施 継続実施 職員課

　職場適応訓練制度の活用を宣伝
し、訓練終了後の雇用を進める。

障害者雇用に
関する

企業の理解促進

ジョブコーチ支援

職場適応訓練の
推進

事業名

障害者雇用
納付金制度の

活用による
雇用拡大

充
実

事業内容及び平成28年度実績など

　障害者の雇用拡大について企業
にＰＲして理解を促進するとともに、
企業に法定雇用率の達成を促す。

目
標

令和４年度実績

　毎年、特別区人事委員会では、
身体障害者を対象とした職員採用
試験を行っている。
　選考合格後、各区で面接を行
い、採用を決定する。

　障害者雇用納付金制度をＰＲして
障害者雇用の拡大に努める。

充
実

充
実

充
実

　区職員としての
採用

充
実

担　当　課

江東区
障害者就労・

生活支援センター

充
実

　企業への就労支援、社会生活を
築くための定着・生活支援の提供。

　ジョブコーチによる支援を受け入
れる企業の拡大に努める。

（令和４年度同様、身体障害
者に限らず、知的障害者、精

神障害者も対象とした）
江東区オフィスサポーターとし
て会計年度任用職員の採用

を実施した。

令和５年度実績

（令和３年度同様、身体障害
者に限らず、知的障害者、精

神障害者も対象とした）
江東区オフィスサポーターとし
て会計年度任用職員の採用

を実施した。

①区の支援体制を踏まえ、区職員として
活躍が見込まれる者を採用した。
②計画的な採用により、障害者の雇用を
推進する。

①R5年度より、就労生活支援相談員を3
名から4名に増員した。
②法定雇用率の拡大、障害者の社会参
加促進といった社会情勢を背景に、当事
者・企業から江東区障害者就労・生活支
援センターへの需要は拡大しているが、
依然として他区と比して職員体制が弱い
ことが課題である。
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６　地域活動の支援

（１）生涯学習・文化活動の支援

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

144 障害者施策課

受講生89名 受講生8１名

(障害者施策課で補助執行） (障害者施策課で補助執行）

145 障害者施策課

146 各施設で実施判断 障害者施策課

各施設で実施

147 江東図書館

朗読会 朗読会

0回 0回

絵本の読み聞かせ 絵本の読み聞かせ

8回　214名 9回　254名

148 江東図書館

18団体　4,061冊 18団体　4,156冊

149 江東図書館

46人 53人

150 地域振興課

サイトアクセス件数 サイトアクセス件数

年間80,031件 年間87,790件

登録団体数 登録団体数

190団体 204団体

（令和5年3月31日現在） （令和6年3月31日現在）

式典、芸能パフォーマン
ス、お客様コーナーの３
部制にて実施。

①約620人を招き、　障害者とその家族に
芸能等の催しで慰安するとともに、地域住
民との交流を図ることができた。
②内容や規模の拡大なども含め、検討を
行う。

①登録者数が増え、多くの方に宅配サー
ビスを利用していただくことができた。
②今後も多様な方に図書館を利用してい
ただくため、サービスの普及・啓発に努め
ていく。

コミュニティ活動
情報発信事業

（ことこみゅネット）

　地域で活動する市民団体のイベ
ント情報や活動情報を、インター
ネットを活用して一元的に発信する
ポータルサイト「江東区コミュニティ
活動支援サイト・ことこみゅネット」を
活用し、コミュニティ活動への関心
を高め、誰もが活動に参加できる環
境の整備を図る。
　また、市民団体の活動情報の発
信を充実することにより、団体の活
動活性化と人材確保を支援する。

担　当　課

通所施設での
イベントの開催

障害者福祉大会
の開催

目
標

図書館資料の
団体貸出

　
図書館資料の
宅配サービス

　図書館と障害児等の施設が連携
した、施設への出張おはなし会の開
催等によるこどもたちへの読書支援
を行うほか、大塚ろう学校城東分教
室の聴覚障害児を対象とした「絵本
の読み聞かせ」を行っている（城東
図書館）。

　学校教育を終了した軽度の知的
障害のある就労者を対象として、余
暇活動に必要な一般教養、スポー
ツ、レクリエーション等を実施し、学
習活動を支援。

継
続

継
続

　
施設での

「おはなし会」
の開催

充
実

　身体障害などの理由により、一人
で図書館に来館することが困難な
方を対象に、宅配による図書館資
料の貸出・返却サービスを無料で行
う。

　平成28年度の登録者実績は、18
人。

継
続

知的障害者
学習支援事業

「エンジョイ・クラ
ブ」

令和４年度実績

　通所施設において、区民へのＰＲ
や地域との交流の場として、まつり
などのイベントを開催。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

継
続

　障害者とその家族に芸能等の催
しで慰安するとともに、地域住民と
の交流を図る。年1回開催。

　団体貸出登録をした障害者施設
等に、図書の貸出を行う（貸出期間
は1か月）。
　また、特別支援学級向けにテーマ
別の団体貸出セットの貸出を行う
（貸出期間は1か月）。必要に応じ
て、配本車による配送も行っている
（要予約）。

充
実

３年ぶりに開催。式典、芸
能パフォーマンス、お客
様コーナーの３部制にて
実施。

継
続

①令和５年度から中間支援組織（江東区ボ
ランティア・地域貢献活動センター）にサイ
ト管理を委託したことで、市民団体への直
接的な周知が可能となり、登録団体数が増
加した。
②引き続き、中間支援組織にサイト管理を
委託することで、団体活動の情報発信等を
支援し、誰もが活動に参加できる環境の整
備を図っていく。

（新型コロナウイルス感染拡
大防止により中止）

クラブ数4、各クラブ12～
13回の活動を実施。

　総括・事業企画・余暇活
動プログラム作成及び相
談を行った。

①ほとんどの施設でコロナ前同様に外部の
来場者を入れて開催できた。
②近年の異常気象(暑さ)により開催時期の
変更を検討する。

①読み聞かせボランティアの派遣が定着し
回数・参加人数とも増えてきている。
②引き続き施設と連携して実施する。

①団体貸出セットが定着してきている。
②セットの内容の見直しを行い、よりニーズ
に合った資料の提供をしていく。

令和５年度実績

クラブ数4、各クラブ12～
13回の活動を実施。

　総括・事業企画・余暇活
動プログラム作成及び相
談を行った。

①新型コロナウイルス感染症の「５類」移行
に伴い、活動内容をコロナ前の内容に
徐々に戻していった。
②主催区として四区合同レクリエーションを
実施するなど、受講者がより活発に活動が
できるよう支援していく。
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（２）スポーツ活動の支援　

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

151 障害者施策課

継続実施 継続実施

（No.144を参照） （No.144を参照）

152 スポーツ振興課

153 スポーツ振興課

154 スポーツ振興課

155 スポーツ振興課

（No.144を参照）

①コーチに教室指導を依頼したところ、瀬
立モニカ選手を招いていただけた。参加者
にとっては、実際に選手と共に過ごす大変
有意義な時間となった。
②参加者が減少傾向にあり、改善策として
令和6年度から「ユニバーサルカヌー体験
会」として開催することを決定した。

令和5年12月10日に開
催。
延べ参加者数975人。

①ゲスト講師（障がいを持つ方）の依頼を
東京パラクルを通じて行ったことにより、こ
れまでとは違った種目の紹介や新たな講
師とのつながりができた。
②募集定員30人に対し、受講者は半数以
下の14人となり受講者の確保が課題。受付
方法にメールによる申し込みも加える等、
申込者数改善を図りたい。

令和5年7月29・30日、8月
5・6日の4日間にて講習
会を実施。修了者数14

人。

①障害の度合い、できることできないこと等
を事前にヒアリングして臨めた。
②誰でも更衣室が1か所しかないため、着
替え等の順番待ちが発生した。
障害の度合い、できることできないことを事
前に記載していただくようにする。
こちらでできる手伝いをはっきり周知する。

今年度改修工事に入るがリニューアル
オープン後も継続して行う予定

令和5年9月17日に実施
参加者　1名

①デフ陸上の選手を招いたイベントを開催
することで、東京2025デフリンピック大会へ
の機運醸成を図れた。
②ゲストトークショーは目玉企画だが、時間
配分が課題である。

継
続

　
障害者スポーツ

フェスタ

　
初級障がい者

スポーツ指導員の
養成

　スポーツを通じて健康の維持・増
進や社会参加を推進するため、専
門的な知識や技能を身につけた指
導者の養成と資質、指導力の向上
を図る。
　28年度は、修了者数28人。

　
障害者

カヌー教室

　障害者のスポーツ活動への参加
を促進し、障害者スポーツへの理解
を深め、東京2020パラリンピック開
催に向けた気運醸成を図る。年1回
開催。
　28年度は、延参加者数2,034人。

障害者水泳教室

事業内容及び平成28年度実績など

　身体障害者手帳所持者で、肢体
不自由（下肢）障害の方で座位を保
つことができ、1人で車椅子の操作
ができる方を対象にカヌー教室を開
催。
　28年度は、参加者数3人。

知的障害者
学習支援事業

「エンジョイ・クラ
ブ」

（再掲）

　学校教育を終了した軽度の知的
障害のある就労者を対象として、余
暇活動に必要な一般教養、スポー
ツ、レクリエーション等を実施し、学
習活動を支援。

事業名

継
続

　おおむね3歳以上の愛の手帳また
は身体障害者手帳をお持ちの方を
対象に、水慣れや水泳の初歩を指
導する。
　指導員26人、医務員1人を配置
し、スポーツ会館にて年6回実施。
　28年度は、延参加者数133人。

継
続

目
標

令和４年9月17日に実施
を予定していたが、応募
者0名であったため、開催
を中止。

令和5年1月28・29日、2月
4・5日の4日間にて講習
会を実施。修了者数18
人。

令和4年12月11日に開
催。
延べ参加者数1,950人。

指導員　26人
医務員　1人
参加者数　延127人
　　R5.4.16　24人
　　R5.5.21　22人
　　R5.6.18　24人
　　R5.9.17　22人
　　R5.10.15　20人
　　R5.11.19　9人
　　R5.12.17　6人
11月・12月は障害者ｴﾝ
ｼﾞｮｲｱｸｱｴｸｻｻｲｽﾞとして
実施

継
続

継
続

担　当　課令和４年度実績 令和５年度実績

指導員　26人
医務員　1人
参加者数　延126人
　　R4.5.15　19人
　　R4.6.19　25人
　　R4.9.18　20人
　　R4.10.16　25人
　　R4.11.20　23人
　　R4.12.18　7人
　　R5.1.15　7人
12月・1月は障害者ｴﾝｼﾞｮ
ｲｱｸｱｴｸｻｻｲｽﾞとして実施
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

156 スポーツ振興課

亀戸SC
ミニボッチャ体験コーナー
（常設）338日・参加者数
1,272人。

①体験コーナー利用の際、ルールやゲームの
やり方を書いたイラスト入り手めくり説明書をお
渡しし、はじめての方でもボッチャを気軽に体
験できるよう工夫している。
②好評のため今後も継続実施予定。

有明SC
ブライインドマラソン 1回・参
加者数　9人

ゴールボール体験会　33人

①前年より周知期間を延ばして開催。
メダリストの伴走者を招いて指導を実施。
②種目変更して、開催を検討し、より多くの集
客を目指す。

①虹の下水道館とのコラボイベントにて実施を
した。
②種目変更して、開催を検討

東砂SC
障害者エアロビクス　12回
参加者数330人、福祉作業
所指導員派遣事業　3回参
加者数28人、みんなで気軽
にスポーツ体験　1回参加
者数12人、ボッチャ講習会
1回参加者数25人

①事業内容に関しては参加者から好評を得ら
れた。
②目標人数に達しなかった事業もあり、今後の
方針としては広報だけでなく、参加者を集めら
れる開催日や実施時間等の設定に関しても再
考していく必要がある。

深川北SC
みんなで気軽にスポーツ体
験　1回・参加者数8人。
パラスポーツの日　1回
参加者数32 人
ボッチャ体験会　1回参加者
数5人
ボッチャ交流大会　1回
参加者数120人
なかよし広場　1回
参加者数2人

①近隣小学校の特別支援学級や障害者施設
へのチラシ配布等の周知対策を行っている。
②周知範囲の不足や内容不足なのかは不明
だが参加者が振るわなかった。具体的な内容
を動画にして配信するなどXの活用を広げてい
く。
集客の課題は、付き添いが必要な方は、休日
の参加が難しいこともあり平日の実施も検討し
て実施する。

潮見庭球場にて
「車いすテニス体験会」を令
和5年6月25日と10月1日の
２回実施。参加者数１6人。
「デフテニス体験会」を令和
5年6月25日と11月11日の2
回実施。参加者数13人。

夢の島競技場にて
障害者専用利用日となる
「パラスポーツHOUR」を令
和5年度は計9回実施。参加
者数118人。

①これまで「車いすテニス体験会」を実施して
いたがデフリンピック2025日本開催を意識して
「デフテニス」教室を開催した。
②今後もパラリンピック・デフリンピックに関係す
る指導者へ依頼をしてより良い教室を実施して
いく。

①「パラスポーツHOUR」に関しては、直接利用
者に 開催日の設定についてお話しをうかが
い、大会等にかぶらない、または大会前の練習
として利用いただけるような実施日となるよう努
めた。
②今後は教室を開催するなど、ただ競技場を
利用す るだけでなく、収穫を持ち帰っていただ
けるような企画を実施していきたい。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など
目
標

令和４年度実績 令和５年度実績

　障害のある方がスポーツに気軽に
取り組めるように、各種スポーツ講
座や体験イベントの充実を図る。
　28年度は、車いすバスケットボー
ル、ブラインドスイミング、車いすバ
ドミントン、ボッチャ等を実施。

継
続

亀戸SC
ミニボッチャ体験コーナー
（常設）56日・参加者数768

人。

有明SC
ブラインドマラソン　1回・参

加者数17人。

東砂SC
障害者エアロビクス　5回・

参加者数90人、福祉作業所
指導員派遣事業　3回・参加
者数22人、体育室空間活用
事業　2回・参加者数33人。

深川北SC
みんなで気軽にスポーツ体
験　1回・参加者数25人。

潮見庭球場にて「車いすテ
ニス体験会」を令和5年1月
22日と3月19日の２回実施。

参加者数１7人。

夢の島競技場にて障害者
専用利用日となる「パラス

ポーツHOUR」を令和4年度
は計11回実施。
参加者数192人。

スポーツ会館
車いすバスケットボール体
験会
1回　参加者数30人

①SNSを活用したことで、広域からの申し込み
があった。
②参加者のレベルの差があると指導がしづら
いため、できるだけ未経験者を優先する。
親子の参加を狙って小学3年生～を対象とした
が、小さい車いすを十分確保することが難し
かった。
今年度改修工事に入るがリニューアルオープ
ン後も継続して行う予定。

担　当　課

　
スポーツ体験会

の開催
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（３）行政と区民との協働（区政への参画）

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

157 障害者施策課

○専門部会 ○専門部会

精神部会　　　　　　　４回 精神部会　　　　　　　３回

地域生活支援部会  ２回 地域生活支援部会  ３回

就労支援部会　　　　３回 就労支援部会　　　　３回

児童部会　　　　　　　６回 児童部会　　　　　　　4回

権利擁護部会　　　　６回 権利擁護部会　　　　6回

158 障害者施策課

令和５年度実績

①年２回における協議会にて、建設的な議
論を実施することができた。
②自立支援協議会に係る基本方針改正に
伴い、地域サービス基盤の整備について
議論できるよう務める。

①各計画の計画期間が満了となることか
ら、「江東区障害者計画・第７期江東区障
害福祉計画・第３期江東区障害児福祉計
画」を策定した。
②新計画の進行管理等を行うための協議
会を設置し、必要なサービスを効果的・効
率的に提供するための施策の推進や障害
福祉サービスの向上を目指す。

協議会開催 ４回

〔主な議題〕
・江東区障害者計画・第７
期江東区障害福祉計画・
第３期江東区障害児福祉
計画について
・江東区障害者計画の進
捗状況及び江東区障害
福祉計画・江東区障害児
福祉計画の実績報告に
ついて
・障害者実態調査につい
て

継
続

障害者計画・
障害福祉計画
推進協議会

（再掲）

地域自立支援
協議会（再掲）

　地域の相談支援ネットワークづくり
等について検討する協議会。福祉
関係機関や障害当事者がメンバー
となり、地域の課題解決に向けた支
援方策を考えていく。

　障害者関係の各種事業を効率
的・効果的に実施するため、障害者
計画等の策定・進行管理等を行う
協議会。福祉関係機関や障害当事
者がメンバーとなり、福祉サービス
の向上を目指した協議を行ってい
る。

充
実

事業内容及び平成28年度実績など事業名

協議会開催　2回
（新型コロナウイルス感染
拡大防止のためオンライ
ン会議システムも併用）
〔主な議題〕
・障害者優先調達推進法
に基づく調達実績につい
て
・指定特定相談支援事業
について

担　当　課

協議会開催　2回

〔主な議題〕
・障害者優先調達推進法
に基づく調達実績につい
て
・指定特定相談支援事業
について

目
標

令和４年度実績

協議会開催 3回
（新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、1、2回
目はオンライン会議シス
テムを併用）

〔主な議題〕
・江東区障害者計画の進
捗状況及び江東区障害
福祉計画・江東区障害児
福祉計画の実績報告に
ついて
・障害者実態調査につい
て
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７　区民の理解と共感の醸成

（１）啓発・広報活動の推進

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

159 障害者支援課

継続実施 継続実施

160 障害者支援課

161 障害者施策課

継続実施 継続実施

162 障害者施策課

163 保健予防課

164 保健予防課

165 障害者支援課

166 障害者施策課

継続実施

　誰もが住みやすいまちづくりを実
現するため、「不当な差別的取扱
いの禁止」や「合理的配慮の提供」
を定めた障害者差別解消法の啓
発・広報活動を推進。

①事業所の要望に応じて講演会を開催
し、障害者の権利擁護、虐待防止の講話
を行った。
②引き続き、啓発・広報活動を推進してい
く。

継続実施

①相談対応を通じて、事業者への助言や
啓発等を行った。
②障害者差別解消法の改正により令和6
年　4月から、事業者による合理的配慮の
提供が義務化となったことを踏まえ、区内
事業者へ引き続き啓発を進める。

難病講演会

　難病患者及び家族を対象に、病
気に対する正しい知識、療養のあり
方などの理解を深めてもらうため、
専門医による講演会を保健相談所
で実施。

障害者差別解消
法の啓発・広報活

動の推進

障害者の虐待防
止や啓発・広報活

動の推進

　障害者の尊厳を害し、自立と社会
参加を妨げる虐待の未然防止と早
期発見のため、障害者虐待防止セ
ンターを中心に啓発・広報活動を
推進。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

　精神保健についての正しい知識
と精神障害者への理解を得る啓発
活動の一環として、精神保健講演
会を保健相談所で実施。

障害者週間等に
よる啓発・広報
活動の推進

　障害に対する理解を深めるため、
「障害者週間」（12 月 3 日～9
日）、「障害者雇用促進月間」、「人
権週間」、「精神保健福祉普及運
動」などに合わせて、啓発・広報活
動を推進。

区報・ホームペー
ジによる実施事業

の紹介

　障害者とその家族に芸能等の催
しで慰安するとともに、地域住民と
の交流を図る。年1回開催。

障害者福祉の
てびきの発行

精神保健講演会

障害者福祉大会
の開催（再掲）

　区報や区のホームページに、障
害者施策として行っている事業など
を掲載。

継続実施

3年ぶりに開催。式典、芸
能パフォーマンス、お客
様コーナーの３部制にて
実施。

継続実施

継
続

充
実

継
続

　障害者が利用できるサービスを広
くまとめた冊子を作成・発行。

①感染対策や利便性の向上を目的に、対
面とオンラインのハイブリッドで実施した。
②引き続き参加者の利便性にも配慮し、
オンラインを活用も検討し実施する。

目
標

継
続

充
実

令和５年度実績

継
続

継
続

継
続

パンフレットの配布 パンフレットの配布

担　当　課

①区報やホームページを通じて、障害者
施策の周知を行っている。
②引き続き、周知を継続していく。

式典、芸能パフォーマン
ス、お客様コーナーの３
部制にて実施。

3回　84人

①会場とオンラインのハイブリット開催など
患者の状況とニーズに沿った講演会を計
画した。
②引き続き参加者の利便性にも配慮し、
オンラインを活用も検討し実施する。

①2023年版から通所施設マップを新たに
掲載した。
②2024年版を発行予定である。

①約620人を招き、　障害者とその家族に
芸能等の催しで慰安するとともに、地域住
民との交流を図ることができた。
②内容や規模の拡大なども含め検討を行
う。

令和４年度実績

8回　322人

4回　90人 8回　259人

①庁舎及び区内図書館（9施設）におい
て、障害者週間を啓発する展示を行った。
また、区報に障害者週間についての記事
を掲載した。
②今年度は、2025年のデフリンピック周知
と共に、展示や広報による啓発を展開して
いく。
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（２）福祉教育の推進

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

167 指導室

小学校45校 小学校45校

中学校23校 中学校23校

福祉教育の推進 義務教育学校１校 義務教育学校1校

障害者施策課

168 職員課

受講者数　22名 受講者数　21名

研修期間　3日間 研修期間　3日間

受入施設数　10施設 受入施設数　10施設

169 地域教育課

170 都市計画課

①UDまちづくりワークショップは、新たな
担い手となり得る高校生と協働すること
で、より多くの人にユニバーサルデザイン
の理念を広げられるように工夫した。また、
出前講座は、継続して多くの学校から希
望があり、ユニバーサルデザインの意識を
浸透させる機会となった。
②UDまちづくりワークショップは、啓発用
の動画制作を通じて、持続可能な啓発手
段の確立を目指す予定である。また、出前
講座は、継続して多くの学校から要望をい
ただけるように進めていく。

事業内容及び平成28年度実績など

年長児の親の家庭教育
学級のプログラムに、「発
達障害の理解」をテーマ
とする回を設けた。

目
標

区民（障害当事者含）・区
職員のほか新たに高校
生との協働によるUDまち
づくりワークショップを開
催。これまで検討してきた
プログラムをベースに、
高校の授業で実践するこ
とで、ユニバーサルデザ
インの理解を深めたほ
か、理念をより多くの人に
広げる機会となった。

また、出前講座について
は、区立学校の4年生児
童やその家族に対して、
ユニバーサルデザインへ
の意識を浸透させ、困っ
ている人がいれば自然に
手をさしのべる、「心のユ
ニバーサルデザイン」を
育むことができた。

ワークショップ開催数　8
回
出前講座開催校数   31
校

継
続

継
続

○小中学校にて障害理
解の学習

手話・アイマスク・点字・車
いす体験、パラリンピアンと
の交流、ボッチャ体験 等

区民（障害当事者含）・区
職員協働によるUDまち
づくりワークショップを開
催。ユニバーサルデザイ
ンを体験するプログラム
づくりを通して、ユニバー
サルデザインの基本的な
考え方についての理解を
深めた。
また、出前講座について
は、区立学校の4年生児
童やその家族に対して、
ユニバーサルデザインへ
の意識を浸透させ、困っ
ている人がいれば自然に
手をさしのべる、「心のユ
ニバーサルデザイン」を
育むことができた。

ワークショップ開催数　8
回
出前講座開催校数   33
校

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

○小中学校にて障害理
解の学習

手話・アイマスク・点字・車
いす体験、パラリンピアンと
の交流、ボッチャ体験 等

担　当　課

①実施なし
②今後は福祉教育の推進としての学習会
等の開催は取りやめる。一方で、ニーズの
ある障害のある方の保護者向けの講演会
を開催することとする。

令和４年度実績

ユニバーサル
デザイン
推進事業
（再掲）

継
続

　江東区長期計画に位置づけられ
た、ユニバーサルデザインの視点
により、年齢・性別・国籍の違いや、
障害の有無等にかかわらず誰もが
公平かつ快適に生活できるように
するため、区と区民及び事業者が
協働でまちづくりを推進する。
　区民・区職員が参加をしたユニ
バーサルデザインまちづくりワーク
ショップを開催するとともに、こども
たちへの意識向上を図るため、こど
も向けユニバーサルデザインハンド
ブックを活用して小学校での出前
講座を開催。

区職員に対する
福祉施設
体験学習

　
家庭教育
学級事業

継
続

年長児の親の家庭教育
学級のプログラムに、「発
達障害の理解」をテーマ
とする回を設けた。

実施なし

令和５年度実績

①小学校・義務教育学校（前期課程）全校
対象に、有明アリーナを会場でボッチャフ
レンドリーマッチを開催。この大会に向け、
ボッチャ体験の活性化を図った。
中学校・義務教育学校（後期課程）におい
ては、心の教育授業として、瀬立モニカ選
手を招き、講演と生徒主体で企画したイベ
ントを実施した。
②上記は主にレガシー事業として実施し、
R6年度で節目となる。今後の事業形態、
障害者理解の学習の検討が必要。

①障害者（児）通所支援施設での体験学
習を通じて、福祉行政の現状と将来につ
いて考える契機としている。
②引き続き福祉施設での体験学習を実施
し、区職員に対する福祉教育を推進する。

①発達障害についての知識だけでなく、
自身や周りのこどもへの対応の仕方につ
いても講義内容に取り入れた。
②参加者のニーズを取り入れながら実用
性のある内容を企画する。

事業名

　福祉の心を醸成し、福祉活動を
活発にするため、学校教育や生涯
学習の場で、福祉に関わるテーマ
での学習会や福祉施設等での職
場体験を実施。

　こどもの成長・発達、親の対応を
学ぶ講座。幼児から中学生のこど
もを持つ保護者を対象とし、それぞ
れの発達段階ごとに展開する。幼
児の親の家庭教育学級、小学生の
親の家庭教育学級などがある。

　区職員の研修メニューの中に、福
祉施設での体験学習を取り入れて
いる。
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８　安全・安心な地域生活環境の整備

（１）防災・防犯対策の推進

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

171 障害者支援課

　平成28年度の実績は4件。

172 福祉課

令和4年10月3日現在 令和5年11月1日現在 防災課

名簿登録人数 名簿登録人数

46,474人 48,318人

個別計画策定済件数 個別避難計画策定済件数

9,680件 9,267件

173 危機管理課

令和5年3月末現在 令和6年3月末現在

　　登録者数  32,568件 　　登録者数  32,758件

　拠点避難所や消防署などに配備
された避難行動要支援者名簿を活
用して名簿登録者の安否確認や避
難支援を行う。
　また、外部提供同意書に同意し
た避難行動要支援者の具体的な
安否確認や避難支援の方法を検
討して避難行動要支援者調査票
（個別計画）の作成・更新を行うこと
で、災害時だけでなく、平常時から
の防災啓発等を行う。

継
続

心身障害者
家具転倒

防止器具取付

　
避難行動要支援
者名簿の作成

及び個別計画の
作成・更新

こうとう
安全安心メール

（再掲）

0件（世帯）

令和４年度実績事業名

　重度の心身障害者の世帯に対
し、家具転倒防止器具の取り付け
をする（1世帯3点まで）。

事業内容及び平成28年度実績など 担　当　課
目
標

継
続

継
続

①３年毎に実施する「江東区避難行動要支
援者名簿の外部提供同意書」の一斉送付
を行い、名簿登録者へ同意勧奨を行った。
また、障害者の個別避難計画作成につい
て、令和６年度から障害福祉サービス事業
所等の協力により実施する方法を検討し、
予算措置された。
②障害者の個別避難計画作成を進め、あ
わせて福祉専門職による高齢者の個別避
難計画作成方法について検討を行う。

①災害協力隊専用の登録案内を作成。会
議やイベントの際に配布。また、区民向け
リーフレットを更新し、外国人登録者数が増
加するよう工夫を図った。
②登録者数が伸びないことが課題のため、
より効果的な周知方法やシステムの運用改
善等を検討する。

　携帯電話またはパソコンから事前
登録していただき、江東区内の不
審者情報や、ひったくり、空き巣、
振り込め詐欺等の各種防犯対策情
報や、地震等の災害、各種気象警
報、区からの防災情報等をメール
にて配信。

令和５年度実績

7件（世帯）

①能登半島地震後に区報に掲載されたこと
で実績増となった。
②今年度も一定の需要が見込まれるため、
適切な給付を継続する。
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（２）地域の支えあいの推進

　　①　地域の支えあい

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

174 障害者支援課

直接通報型　14件 直接通報型　7件

民間代理型　2件 民間代理型　7件

　平成28年度の実績は、41件。

175 障害者施策課

継続実施 継続実施

　　②　ボランティアの養成・活動の促進

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

176 福祉課

177 障害者施策課

178 江東図書館

全23回 全22回

459人 221人
音訳者養成講座

継
続

　視覚障害などのため、通常の活
字資料の利用が困難な方に、図書
館資料を音声化するサービスを行
う「音訳者」を養成するため、前期・
後期2年間の連続講座を開催し、
講座修了後は図書館に登録し、音
訳者として活動。
　また、音訳者に登録した後も、音
訳者としての技術をレベルアップさ
せるため上級講座を開催。

救急通報システム
設置

充
実

江東ボランティア・
センターの運営

ファクシミリ
緊急通報

　ひとり暮らし等の障害者世帯（難
病世帯も含む）が、緊急事態に
陥ったときに、手元のペンダントを
押すだけで直接東京消防庁に通
報できる機器を設置。

①13名の修了生が、江東区立図書館登録
音訳者となった。また、上級講座を開催し、
登録音訳者の技術向上をはかった。
②前期・後期の2か年の講座を1年で終了
するようカリキュラムを見直し、実施する。ま
た、上級講座もニーズを反映して開催す
る。

目
標

事業内容及び平成28年度実績など

①直接通報型は現行機種の耐用年数を迎
え次第、制度終了となることから、利用者に
対して丁寧に説明を行い、民間代理型への
移行を進めた。
②引き続き、直接通報型から民間代理型へ
の移行を進めるとともに、民間代理型の新
規利用者を増やす。

目
標

手話通訳者・
協力員の養成

（再掲）

継
続

事業名

継
続

　江東ボランティア・センターでは、
ボランティア活動の相談、コーディ
ネイト、ボランティア登録、ボラン
ティア養成等を実施しています。

　聴覚または音声機能に障害があ
るため、電話による110番、119番通
報が困難な人に対して、ファクシミリ
による緊急通報に用いる専用の用
紙（緊急通報カード）を無料で配
布。

事業内容及び平成28年度実績など事業名

継
続

担　当　課

担　当　課令和４年度実績

実施
　聴覚障害者のために手話通訳の
できる方を養成。

令和４年度実績

新型コロナウイルス感染
予防対策を講じて実施。

継続実施
個人登録　2,477名
団体登録　76団体

継続実施
個人登録　2,314名
団体登録　86団体

令和５年度実績

令和５年度実績

①手話通訳者の登録条件となる「手話通訳者
全国統一試験」に多数の合格者を輩出した。
②引き続き、委託先のボランティア・地域貢献活
動センターと連携しながら、安定的に事業を運
営していく。

①適切にサービスの提供の実施を行った。
②今後も東京消防庁の専用用紙（緊急通
報カード）を必要とする方に配布していく。

①ボランティア活動に興味を持っていただ
けるように入門講座として様々分野（子育
て、障害者、高齢者、傾聴）の講座を開催し
た。
②高齢化によりボランティア登録数が減少
傾向にあるため、引き続き様々な分野のボ
ランティア講座を開催していく。また、令和６
年度よりボランティア活動を含む地域活動
へ参加するきっかけとなるボランティア・アカ
デミーを新設し、受講後に実際に地域活動
に継続して参加できるように支援していく。
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９　配慮を必要とするこどものための教育・療育等の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

179 4か月児（乳児）　3,776人 4か月児（乳児）　3,723人 保健予防課

乳児経過観察　438人 乳児経過観察　550人

1歳6か月　3,811人 1歳6か月　3,357人

3歳　4,264人 3歳　4,012人

幼児経過観察　418人 幼児経過観察　374人

発達相談　570人 発達相談　592人

180 保健師 保健師 保健予防課

延べ1,720人 延べ1,874人

助産師（委託）　 助産師（委託）　

延べ4,100人 延べ4,311人

181 保健予防課

72回 72回

延べ716人 延べ759人

182 保健予防課

平成28年度の相談実績は、延べ
996人。

183 保健予防課

平成28年度の相談実績は、延べ
601人。

184 保健予防課

個別相談 個別相談

47回　延べ105人 60回　延べ103人

集団指導 集団指導

144回　延べ594人 142回　延べ579人

185 養育支援課

①健診や相談事業の事後フォローとして、
事業利用者に対して丁寧に対応した。
②引き続き、実施していく。

①利用希望者が多くなったため、予約制と
し、キャンセル枠を設けた。
安心して相談事業を利用できるよう、保育
を実施している。
②引き続き、実施していく。

発達相談：168回
心理相談：205回
家族問題相談：224回

①研修等を通じてスタッフの洞察力向上
に取り組んだ結果、利用者の状況に応じ
て適切な専門相談に繋げられる機会が増
えた。
②引き続き、悩みを抱える利用者を適切
に専門相談に繋げられるように、さらなる
職員のスキルアップや周知方法の工夫に
取り組む。

①子育て応援ギフトの支給について、新
生児産婦訪問対象者に対し、リーフレット
等で周知徹底した。
②引き続き、出生後早期の利用を促進し、
未実施者の状況確認を確実に行ってい
く。

①集団健診の事後フォローとして、事業利
用者への対応を丁寧に対応した。
②引き続き、実施していく。

①健診や相談事業の事後フォローとして、
事業利用者に対して丁寧に対応した。
②迅速に利用希望者に対応するため、相
談枠を増やした。

延べ943人

①感染症対策に注意しながら事業を実施
した。集団健診では、ポピュレーションアプ
ローチの下、個別指導に加え、集団指導
も実施した。
②引き続き、集団健診未来者の状況確認
を確実に行っていく。

目
標

担　当　課令和４年度実績

発達相談：155回
心理相談：126回
家族問題相談：212回

継
続

平成28年度の実績は、
　　個別相談：53回延べ324人
　　集団指導：71回延べ542人

　区内６か所にある子ども家庭支援
センターにおいて、こどもの発育や
ことばの悩み、親子関係について
等、専門家による相談を定期的に
実施。

　乳幼児期の各期における健康診
査（乳児健診、経過観察健診、1歳6
か月・3歳児健診、発達相談）を行
い、心身障害児の早期発見、早期
療育のための相談指導を保健相談
所で実施。

新生児・
産婦訪問指導

子ども家庭支援セ
ンターの専門相談

継
続

継
続

継
続

こころの発達相談

　各種健診及び相談から必要と認
められる児童について、心理相談を
行う。保健相談所で実施。

継
続

　平成28年度の相談実績は、72回
延べ715人。

　1歳6か月を過ぎた幼児のことばの
発達に関する相談を行う。保健相談
所で実施。

延べ668人

1歳半経過
観察心理相談
（ことばの相談）

　乳児健診で運動発達に問題が認
められた乳児に対し、専門医の診
察・相談と理学療法士による指導を
行う。保健相談所で実施。

（１）乳幼児や就学前児童などに対する健診及び相談の充実

乳幼児健康診査

発達相談
（運動発達）

3歳児心理相談

継
続

　保健師・助産師が家庭を訪問し、
新生児の養育に関する相談・指導、
健康チェック、産婦の健康や育児の
悩み等の相談を行う。保健相談所
で実施。

　3歳児の気になる行動や子育ての
問題に関する相談を行う。保健相談
所で実施。

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

継
続

令和５年度実績

延べ904人

延べ621人
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（２）療育・保育・就学前教育の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

186 障害者施策課

187 保育支援課

188 教育支援課

189 障害者支援課

190 障害者支援課

①特別支援保育対象児童が年々増
加する中で、各保育所等における
臨床心理士等の発達相談に対する
経費について、各事業所からの申
請に基づき、適切に補助を実施し
た。
②区内において増加傾向にある特
別支援保育対象児童へ適切な保育
が提供できるよう、発達障害児が在
籍する保育所等への巡回指導の強
化のため、継続して臨床心理士等
の派遣補助を実施する。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

就園相談　17人

①塩浜は改修工事に伴い仮設施設での
運営となったが、大きなトラブルなく運営で
きている。
②発達相談のニーズ拡大に伴い、定員拡
大、こども発達扇橋センターの亀戸移転
や保育所等訪問支援事業開始などを予
定している。

①就園相談時に保護者の要望を聞き取
り、適切な案内を行うことができた。
②園児数の減少などもあり、柔軟な対応が
できるような支援方法を検討していく。

　通所支援を利用するための外出
が著しく困難な障害児の居宅を訪
問し、日常生活における基本的な
動作の指導や知識技能を身につけ
るための支援を実施。

令和４年度実績 担　当　課事業名
目
標

障害児
発達支援

事業

　障害児が施設に通い、日常生活
の基本的な動作や集団生活への適
応訓練を受ける。

　
居宅訪問型

児童発達支援

事業内容及び平成28年度実績など

幼稚園の障害児
受け入れ

充
実

充
実

　就学前のこどもの発達について、
専門的な相談や療育を行う。
江東区こども発達センター「ＣoＣo」
で実施している。
・こども発達センター
　　　　　　　　（塩浜福祉プラザ内）
・こども発達扇橋センター
　　　　　　　　（障害者福祉センター
内）
　通園事業　1日定員
　　　　　塩浜44人　扇橋41人
　相談事業　延べ6,563人（平成28
年度）

　区では、要支援児保育審査会を
設置し、障害児の入園の可否及び
処遇を審査し、適切な障害児保育
を実施。
　平成28年度の公立保育園巡回指
導対象児は111人（うち要支援認定
児13人）。認可保育施設要支援認
定児は58人、認可外保育施設要支
援認定児は3人。
　発達障害児の巡回指導のため
に、私立保育園及び認証保育所等
への臨床心理士等の派遣補助を実
施。平成28年度は、40施設、251人
に対して実施。
　また、平成29年度より重症心身障
害児・医療的ケア児等を対象とした
居宅訪問型保育事業を開始。

障害児保育の
充実

児童発達支援

　幼稚園で、障害児を受け入れて
幼稚園教育を実施。
　平成28年度の就園相談における
対象人数は、37人。

充
実

充
実

充
実

・巡回指導対象児：66人

・特別支援保育対象児童
　区立：24人
　公設民営・私立：165人
　認証：5人
　小規模・こども園：3人
・クラスサポート保育対象
児童
　公設民営・私立・こども
園：41人
　小規模：0人
　
※令和元年度より「要支
援認定児」という名称が
「特別支援児童」という名
称に変更
※クラスサポート保育対
象児童は、個別支援が必
要な満3歳以上の利用児
童を指す

就園相談　30人

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

令和５年度実績

・巡回指導対象児：67人

・特別支援保育対象児童
　区立：33人
　公設民営・私立：200人
　認証：3人
　小規模・こども園：4人
・クラスサポート保育対象
児童
　公設民営・私立・こども
園：43人
　小規模：0人
　
※令和元年度より「要支
援認定児」という名称が
「特別支援児童」という名
称に変更
※クラスサポート保育対
象児童は、個別支援が必
要な満3歳以上の利用児
童を指す
※次期「江東区障害者計
画」より、クラスサポート保
・私立・認証保育所等にお
ける臨床心理士等の発達相
談に対する経費について、
64施設（419名）に対して補
助を実施。

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

○こども発達センター
○こども発達扇橋
　センター

　通園事業（1日定員）
　　　塩浜：44人
　　　扇橋：41人
　相談事業
　　　延べ　5,042 人

○こども発達センター
○こども発達扇橋
　センター

　通園事業（1日定員）
　　　塩浜：44人
　　　扇橋：41人
　相談事業
　　　延べ　5,913 人

・私立・認証保育所等にお
ける臨床心理士等の発達相
談に対する経費について、
59施設（385名）に対して補
助を実施。
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

191 障害者支援課

192 障害者施策課

193 障害者支援課

（３）特別支援教育体制の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

194 教育支援課

195 教育支援課

・小学校の通級指導学級 ・小学校の通級指導学級

（聴覚障害）　 （聴覚障害）　

　　1校・1学級・7人 　　1校・1学級・8人

（言語障害） （言語障害）

　　1校・3学級・50人 　　1校・3学級・44人

（特別支援教室） （特別支援教室）

     46校・487人      46校・479人

・中学校の固定学級 ・中学校の固定学級

（知的障害） （知的障害）

　　7校・16学級・100人 　　7校・15学級・102人

（自閉症・情緒障害） （自閉症・情緒障害）

　　1校・1学級・8人 　　1校・2学級・8人

・中学校の通級指導学級 ・中学校の通級指導学級

（特別支援教室） （特別支援教室）

　　24校・92人 　　24校・90人

①こども発達扇橋センター（扇橋ＣｏＣｏ）につ
いて、定員拡大や支援充実のための移転の
調整を行った。また、こども発達センター（塩浜
CoCo）の改修工事等の調整を行った。
②両施設の移転等の準備を進めていく。

令和５年度実績

障害福祉計画の
実績報告を参照

・小学校の固定学級
（知的障害）
　　13校・39学級・265人
（自閉症・情緒障害）
　　1校・1学級・7人

・小学校の固定学級
（知的障害）
　　13校・39学級・286人
（自閉症・情緒障害）
　　1校・1学級・7人

担　当　課

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照

就学相談　522件

①特別支援教室について＜令和6年度よ
り小学校2校・中学校2校を新たに拠点校
とし特別な指導を充実した。
②今後も児童生徒数の増加に伴い、特別
支援学級の定員を超過する学校が見込ま
れるため、新たな学級の新設等、適宜検
討を行っていく。また、指導の充実のた
め、教員の加配等対応、拠点校の適正配
置についても検討を行っていく。

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①行動観察においては、観察手順の見直
しを行い、より的確に児童・生徒の実態把
握ができるようになった。
②特別支援教育システムの運用効率化、
相談日数、相談枠の見直し等により、増加
する就学相談件数に対応していく。

※小学校には義務教育学
校前期課程を、中学校には
義務教育学校後期課程を
含む。

※小学校には義務教育学
校前期課程を、中学校には
義務教育学校後期課程を
含む。

令和４年度実績

設置2箇所 設置2箇所

充
実

就学相談　485件

障害福祉計画の
実績報告を参照

事業内容及び平成28年度実績など

充
実

　平成28年度は小学校6校に特別
支援教室を開設。今後の特別支援
教育のニーズや地区要素を踏ま
え、特別支援学級の計画的な配置
を行う。

　平成28年度の実績
　・小学校の固定学級
　　（知的障害）12校　30学級　187
人
　　（聴覚障害）1校　1学級6人
　　（言語障害）1校　3学級　47人
　　（情緒障害）4校16学級　148人
　・小学校の特別支援教室　6校
22人
　・中学校の固定学級
　　（知的障害）6校　18学級　120人
　・中学校の通級指導学級
　　（情緒障害）1校　6学級　52人

充
実

義務教育の
就学相談

　教育委員会では、障害の種類・程
度によって適切な教育を保障する
ための就学相談を実施。
平成28年度の実績は358件。

特別支援学級の
設置

　発達状況に応じた専門的な相談、
心のケア相談による親子支援を行
い、適切な療育を促す。

事業名

　身近な地域における通所機能の
ほか、保育所等訪問や相談支援な
どの地域支援を行う児童発達支援
センターの整備を推進。

　児童が集団生活を営む施設を訪
問し、他の児童との集団生活への
適応のための専門的な支援を実
施。

　
児童発達支援
センターの充実

事業名 事業内容及び平成28年度実績など

　
保育所等
訪問支援

障害児相談支援

充
実

目
標

充
実

目
標

担　当　課令和４年度実績 令和５年度実績
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№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

196 教育支援課

学習支援員B・C・D 学習支援員B・C・D

　（通常学級） 　（通常学級）

　　小学校　45学校 　　小学校　45学校

　　中学校　22学校 　　中学校　22学校

　　義務教育学校　1校 　　義務教育学校　1校

197 ・学習支援員A ・学習支援員A 教育支援課

（特別支援学級） （特別支援学級）

　　小学校　88人 　　小学校　96人

　　中学校　42人 　　中学校　47人

・学習支援員E ・学習支援員E

（肢体不自由児等支援） （肢体不自由児等支援）

　　小学校　31人 　　小学校　31人

　　中学校　6人 　　中学校　6人

・学習支援員F・G ・学習支援員F・G

　　幼稚園　73人 　　幼稚園　62人

※いずれも年間の実人数 ※いずれも年間の実人数

198 学務課

令和４年度実績

①学校教育法に基づき、申請者に対して
適切に学用品購入費等の支給を行った。
②昨年度、援助対象となる方の申請漏れ
が見受けられたため、申請の有無にかか
わらず、全員提出とすることで申請漏れを
防いだ。

　特別支援学級
      小学校　68人
      中学校　33人
　通級指導学級
      小学校　47人
      中学校　0人
  通常学級対象者　１人

①教育上特別な支援が必要な幼児・児
童・生徒への対応が進み、学級全体の落
ち着きが保たれているとともに、担任も指
導に集中ができるなどの成果が上がって
きている。
②特別な配慮を要する児童・生徒は増加
傾向が見込まれ、引き続き支援の充実を
図っていく。

①学習支援員ガイドラインにもとづき、適
正な支援員の配置を行った。また、医療的
ケア児への充実した支援を行うため、医療
的ケア実施ガイドラインを策定した。
②医療的ケア児や肢体不自由児等の特
別な配慮を要する児童・生徒は増加傾向
と見込まれる。専門的な知識や技術を備
えた学習支援員の確保や配置、看護師委
託業務など支援体制の環境整備を図って
いく。

担　当　課
目
標

充
実

充
実

　特別支援学級
      小学校　51人
      中学校　24人
　通級指導学級
      小学校　43人
      中学校　2人
  通常学級対象者　１人

継
続

令和５年度実績

　通常学級に在籍する特別な教育
的配慮を必要とする幼児・児童・生
徒に対し、区独自に学習支援員を
配置し、個別学習支援を行うととも
に、円滑な学級運営に寄与する。
学習支援員は、主としてＬＤ（学習
障害）ＡＤ/ＨＤ（注意欠陥/多動性
障害）・高機能自閉症等の発達障
害を有する児童・生徒を対象として
学習支援を行う。

　平成28年度の実績
　　学習支援員
　　　小学校45校　中学校16校

事業名

学習支援事業

　区立小中学校「特別支援学級」及
び幼稚園に対し、児童・生徒の安全
確保等のため介助員を配置。また、
通常学級に在籍する身体等に障害
を有する児童・生徒の生活介助を
行うため、認定就学者等介助員を
配置している。

　平成28年度の実績
　　介助員
　　　小学校62人　中学校27人
　　　幼稚園56人
　　認定就学者等介助員
　　　小学校19人　中学校1人

事業内容及び平成28年度実績など

　特別支援学級へ就学する児童・
生徒の保護者の経済的負担を軽減
するため、学用品購入費等を支給
する。

小中学校
就学奨励事業

心身障害児等
介助
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（４）放課後対策の充実

№ ①昨年度工夫したことや良かった点

②今後の方向性や課題・改善策等

199 地域教育課

200 地域教育課

障害児の受入れ実績 障害児の受入れ実績

　Ａ登録 　Ａ登録

35か所 　 161人 35か所 　 190人

　B登録 　B登録

 44か所　　136人 39か所  　125人

201 障害者支援課

①法に基づき、障害状況に応じたサービ
スの支給決定を行った。
②引き続き、適切なサービスの支給決定
を行う。

①専門員が障害児が在籍するきっずクラ
ブを巡回して助言等を行う巡回相談を実
施し、障害児の適切な保育に努めている。
②放課後等デイサービスほか関係所管課
との連携を深め、障害児の受入れ環境づ
くりを整備していく。

令和2年度より学童クラブ
はきっずクラブＢ登録（放
課後こどもプラン）に統
一。
受入れ実績はNo.201のB
登録に含む。

No.200を参照。

担　当　課令和５年度実績
目
標

令和４年度実績

継
続

事業内容及び平成28年度実績など

継
続

充
実

　小学校施設などを活用して、放課
後や夏休みなどに、児童が安心安
全に過ごせる居場所を提供する。
自主的な学びの場・遊びの場を提
供するＡ登録と、学童クラブと同様
に就労世帯向け等に生活の場を提
供するＢ登録の二つを設置してい
る。
　Ａ登録は、1年生から6年生を対
象。Ｂ登録は、1年生から3年生まで
と、障害のある4年生から6年生（特
別支援学級・特別支援教室・通級
指導学級と特別支援学校に在籍）
が対象。
　平成28年度で、障害児を受け入
れたＡ登録は33か所192人、Ｂ登録
は23か所51人

　学童クラブに障害児を受け入れる
場合、巡回指導員による指導や、私
立学童クラブに対して障害児を受け
入れる場合に補助対象指導員分と
して補助金の加算を行う。
　平成28年度に障害児を受け入れ
た学童クラブは、16か所　36人。

　学校通学中の障害児に対して、
放課後や夏休み等の長期休暇中に
おいて、生活能力向上のための訓
練等を継続的に提供することによ
り、学校教育と相まって障害児の自
立を促進するとともに、放課後等の
居場所づくりを推進。

放課後等
デイサービス

事業名

放課後
こどもプラン

学童クラブに
おける障害児の

受け入れ

令和2年度より学童クラブ
はきっずクラブＢ登録（放
課後こどもプラン）に統
一。
受入れ実績はNo.200のB
登録に含む。

障害福祉計画の
実績報告を参照

障害福祉計画の
実績報告を参照
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